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１.調査の概要 
1-1.調査地域の概要 

所沢市は、埼玉県南西部に位置する面積 71.99㎢、人口約 34万人の都市で、都心から 30km

圏内の交通利便性から住宅地として発展してきた。市街化区域は市域の約 38％を占め、面積約

50ha の所沢航空記念公園をはじめ、大小の身近な公園が計画的に整備されているが、住民一人

当たりの公園面積は、約 3.6㎡/人と全国や埼玉県の平均と比較して少ない状況である。 

一方、市街化調整区域には狭山丘陵や武蔵野の平地林、三富新田などの農用林と農地が一体

となった景観が広がっている。樹林地や草地、水面、農地などからなる緑被地の市域に対する

割合は約 45％で、そのうち約 87％が市街化調整区域に分布し、市街化区域には約 13％が分布

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 所沢市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 所沢市の緑地分布 
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1-2.調査の背景と目的 

生態系ネットワークの形成は「国土形成計画（全国計画）」や「生物多様性国家戦略 2012-2020」

等の計画でその必要性や重要性が示されている他、地方自治体においても、「緑の基本計画」

や「生物多様性地域戦略」等で生態系ネットワークの形成が目標とされる等、生物多様性の保

全や人と自然が共生する地域づくりにおける主要施策となっている。一方で、これらの計画を

実現している具体的な取組は限られており、特に自然環境の減少が著しい都市部において生態

系ネットワークを形成するための具体的な取組の推進が課題となっている。 

本調査は、こうした全国的な課題を受けて、狭山丘陵等郊外部の大規模な緑地を後背に有す

る一方、市街化区域における緑地の減少が進んでいる所沢市において、都市における生態系ネ

ットワークの形成に資する具体的な取組を推進するために、生態系ネットワーク形成の観点か

ら緑地の診断を行い、その結果を活用して、企業や大学、ＮＰＯ、行政等地域の多様な主体の

協働により市街化区域内の緑地の保全を具体的に推進する方策や、学校と地域コミュニティの

協働により生態系ネットワークの新たな拠点として学校におけるビオトープ等の創出を具体

的に推進する方策について検討を行うことを目的とする。 

 

 

1-3.調査の特徴 

本調査は、結果を具体的な緑地の保全や学校におけるビオトープの整備につなげ、都市にお

ける生態系ネットワークの形成に役立てるために、次の２つの点に留意して実施した。 

 

① 学校を拠点とし、学区を基本単位とした検討を行う 

次に示すような効果が得られると想定し、学校を拠点とし、学区を基本単位とした検討を行

うものとする。 

 

○市街化区域における生態系ネットワークの形成における効果 

・市街化区域の中で広い敷地を有しており、敷地の一部に、樹林や水辺などを創出できる可

能性が高い。また、緑化地が確保されており、質の改善により、生物生息拠点とすること

ができる可能性がある。 

・比較的均等な間隔で配置されており、生態系ネットワークの拠点となりやすい。 

 

○社会的側面からの効果 

・住民が、自らの地域として認識しやすい（徒歩圏） 

・子供の環境教育・地域教育との連動が期待できる 

・学校が参加することで、住民や企業等の参加意欲が高まる 

 

② 生態系ネットワーク形成を協働により推進するためのツール（マップ）を作成し活用する 

都市において生態系ネットワークを形成していくためには、多様な主体に興味を持ってもら

い、生物生息空間の保全・再生・管理に関わる取組に参加してもらうことが重要である。そこ

で、自らが住んでいる場所の自然の状況を確認でき、取組の検討に使えるマップを作成し、こ

のマップを活用して検討を行うものとする。  
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1-4.調査の内容 

本調査の内容を以下に示す。 

 

（１）生態系ネットワークの形成に向けた緑地環境診断調査 

既存緑地の生態系ネットワークにおけるポテンシャルを、現地調査や資料調査等に基づき診

断を行った。 

１）緑地・緑化地の抽出 

ＧＩＳを用いて、大規模緑地・市街化区域内緑地・生産緑地・緑化地を抽出した。 

 

２）生態系ネットワークの検討 

緑地・樹林・止水・流水・草地のネットワークごとに指標種を設定し、指標種の生態（生息

適地や移動可能距離等）についての知見に基づき検討を行った。 

 

３）生態系ネットワーク形成の観点からの緑地環境診断 

１）及び２）の検討結果をもとに、緑地・緑化地の生態系ネットワーク形成の観点からの緑

地環境診断を行った。 

 

（２）市街化区域の生態系ネットワークの形成に資する緑地の保全・創出方策検討調査 

市街化区域において、企業・学校・NPO等の協働によって緑地を保全・創出し、生態系ネッ

トワークの形成を推進するための検討を行った。 

１）生態系ネットワークの形成に活用するマップの作成 

緑地・緑化地の抽出や生態系ネットワークの検討結果を用いて、生態系ネットワークの形成

に活用するマップを作成した。 

 

２）マップの活用方策の検討 

樹林の保全管理や公園等でのビオトープ創出、校内のエコアップなど、取組の実施可能性等

を考慮して、モデル学区を選定し、マップを活用してモデルプランを作成した。 

 

３）協働による市街化区域内緑地の保全方策の検討 

作成したモデルプランを活用して、企業・NPO・モデル学区の学校への緑地の保全への協力

についてのヒアリングを行った。その結果をふまえて、モデル学区における協働による緑地保

全方策について検討した。 

 

（３）学校と地域コミュニティの協働による学校におけるビオトープ等の創出の推進に向けた実

証調査 

市街化区域の生態系ネットワークの拠点となる学校における地域協働によるビオトープの

創出や、学校参加による地域の緑地の保全・活用方策の検討を行った。 

 

１）学校の緑地の保全・創出の取組や意向把握 
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１）緑地・緑化地の抽出 ２）生態系ネットワークの検討 

３）生態系ネットワーク形成の観点からの緑地環境診断 

１）生態系ネットワークの形成に活用するマップの作成 

２）マップの活用方策の検討 

・モデル学区の選定 

・モデル学区のモデルプランの作成 

３）協働による市街化区域内緑地の保全方策の検討 

・企業・NPO・モデル学区の学校へのヒアリング 

・モデル学区における緑地保全方策の検討 

１）学校の緑地の保全・創出の取組や意向把握 

２）学校と地域コミュニティの協働によるビオトープの創

出や緑地保全についての検討 

（１）生態系ネットワークの形成に

向けた緑地環境診断調査 

 

（２）市街化区域の生態系ネットワークの形成

に資する緑地の保全・創出方策検討調査 

（３）学校と地域コミュニティの協働による学校におけ

るビオトープ等の創出の推進に向けた実証調査 

モデルプラン 

モデルプラン 

図 1-3 検討フロー 

 

  

既に学校ビオトープや、学校林で活動している学校へヒアリングを行い、活動の課題等につ

いて整理した。また、検討の参考とするために、全国における地域協働による学校ビオトープ

の整備等の優れた事例を整理した。 

 

２）学校と地域コミュニティの協働によるビオトープの創出や緑地保全についての検討 

ビオトープの整備や、学区内の公園や樹林での活動が想定されるモデル学区について、実施

方法を検討した。 

 

（４）まとめ 

（１）～（３）の調査検討の結果から、成果や課題について整理した。 
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２.生態系ネットワークの形成に向けた緑地環境診断調査 
2-1.緑地・緑化地の抽出 

（１）大規模な緑地の抽出 

所沢市緑の基本計画で作成された緑被現況図（所沢市、平成 21年度作成）のデータ（所沢

市市域に適用）及び、自然環境基礎調査による 1/25,000現存植生図（環境省、平成 15年度作

成、平成 17年度・21年度一部修正）のデータ（所沢市域外に適用）を基に、生態系ネットワ

ークのコアエリアとなる大規模な緑地を抽出した。大規模な緑地の規模は５ha以上※1とし、所

沢市外の隣接する緑地も一体として扱った。抽出にあたっては、面積 2,500㎡以下※2の緑地は

対象から除外したうえで、緑地間の距離が 50ｍ以下※3の場合は一体のものとして扱った。 

検討の結果、19か所の大規模緑地が抽出された。これらの緑地は２・３・７・18・19の５

か所の緑地の一部分が市街化区域に位置している他はすべて市街化調整区域に分布している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 狭山丘陵 
２ 西武ゆうえんちから鳩峰公園にかけての森 

３ 八国山緑地の森 

４ 若狭周辺の森 

５ 北中小学校周辺の森 

６ 北中の森 

７ 北入曽の森 

８ 所沢ネオポリス西側の森 

９ 秋草学園高校南側の森 

10 くぬぎ山地区と周辺の森 

11 多聞院西側砂川堀沿いの森 

12 所沢聖地霊園北側の森 

13 所沢カルチャーパークと周辺の森 

14 南永井の森 

15 柳瀬川斜面林（東） 

16 柳瀬中学校南側の森 

17 柳瀬川沿いの緑地 

18 柳瀬川斜面林（西） 

19 北秋津の森 

図 2-1 抽出した大規模な緑地 
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※1 本市に生息する高次消費者であるオオタカの営巣林の最小規模（過去の営巣状況から判断した）から設定

した。 

※２ 「わが国の都市内で樹林の自然性を確保しようとする場合、エッジ幅は 15～60ｍ、必要面積は 0.1～1.0ｈａ

程度以上で価値ある水準が確保されると考えられる。」（文献 1）を参考として、50ｍ×50ｍ（2,500 ㎡）以上

の面積であれば、一定の自然性が確保されているものとして設定した。 

※３ 「鳥類の移動の観点から、ビオトープがネットワークされているとみなされる距離」（文献２）から設定した。 

 

（２）市街化区域の緑地の抽出 

対象とする緑地は、緑被現況図の「落葉広葉樹二次林・自然林」「常緑広葉樹二次林・自然

林」「針葉樹人工林」「竹林」「二次草原」「自然草原」「湿性草原」「屋敷林」とした。最小面積

は緑被現況図における最小規模である 50㎡※4とし、幅員 3ｍ未満※5の道路を挟んで立地してい

る場合には一体として扱った。 

その結果、市街化区域の緑地は 463か所を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 市街化区域の緑地の分布 

 

 

※４ 緑被現況図（所沢市、平成 21 年度作成）の最低抽出面積。既存資料として入手できる最も詳細なデータで

あり、また、50 ㎡は大きめの高木（樹冠直径８ｍ程度）1 本に相当し、抽出する緑地の最小規模として十分と

判断した。 

※5 車のすれ違いができない農道などを想定し、道路構造令における第４種第３級（都市部の市町村道で、日交

通量 500 台未満）の車線幅員３ｍに満たない道路を対象とした。  
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（３）生産緑地の抽出 

幅員３ｍ未満※6の道路を挟んで立地している場合には一体として扱った。 

その結果、生産緑地は 461か所を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 市街化区域の生産緑地の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※6 車のすれ違いができない農道などを想定し、道路構造令における第４種第３級（都市部の市町村道で、日交

通量 500 台未満）の車線幅員３ｍに満たない道路を対象とした。 
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（４）緑化地の抽出 

確保できる緑地が少ない市街化区域において、生態系ネットワークを形成するためには、公

園や学校、工場、事業所、集合住宅などで生きものの生息に配慮した緑化地を保全・創出して

いくことが望まれる。そこで、市街化区域における公園や学校、工場、事業所、集合住宅等の

緑化地を抽出し、生態系ネットワークの観点からその現状について整理した。 

対象とする施設等は、市街化区域に立地する学校等の教育施設、都市公園、公共公益施設、

工場・事業所、集合住宅のうち、敷地規模が概ね 10,000㎡以上※7のものとした。緑化地は緑

地現況図の「樹木植栽地」及び「人工草地」とし、緑化地の割合が敷地の概ね 5％未満※8の施

設は対象から除外した。また、学校は市街化区域に隣接しているものも含めた。 

その結果、82か所の施設等を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 抽出した施設等 

 

 

 
※7 小中学校がすべて含まれることを前提とし、近隣公園の最低面積を基準として設定した。 

※8 埼玉県「緑化計画届出制度」の緑化基準では、緑化を要する面積は、「敷地面積×（1－建蔽率）×0.5」で

算出することとされている。この算出に基づくと、最低限確保すべき緑化面積は敷地面積の 10％（建蔽率

80％の用途地域において）となる。この数値を目安に、緑化地が少ない施設を除外する基準として本数値を

設定した。 

  



9 
 

2-2.生態系ネットワークの検討 

抽出した緑地及び緑化地の生態系ネットワークの観点から診断と、生態系ネットワークの形

成方針検討の基礎資料とすることを目的として、市域の生態系ネットワークについて検討を行

った。生態系ネットワークは次の５つについて、次の観点から指標種を設定して検討を行った。 

 
■指標種設定の観点 

・色や姿が美しい、子どものころからなじみ深いなど、多くの人が興味を持つ。 

・移動性が高く、生息環境を保全・再生することで比較的に容易に呼び戻すことができる。 

・移動距離や生息環境などの生態について、一定の知見があり、図面上に示すことができる。 

 

○緑地（樹林・草地・農地） 

 ネットワーク 

 

 

 

                      キツネ       タヌキ 

○樹林ネットワーク 

 

 

 

 

                     シジュウカラ     カブトムシ     コクワガタ 

○水辺（止水）ネットワーク 

 

 

 

 

                    アズマヒキガエル   止水性イトトンボ  シオカラトンボ 

○水辺（流水）ネットワーク 

 

 

 

 

                     カワセミ      ハグロトンボ   シオカラトンボ 

○草地ネットワーク 

 

 

 

 

                     クツワムシ      チョウ類  
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（１）緑地（樹林・草地・農地）ネットワーク 

地上を移動する動物（キツネ、タヌキなど）が移動可

能な範囲を示すために、緑地（樹林、草地、農地）が連

続する区域を解析し、図面に示した。 

 

【手順】 

・緑被現況図から緑地（「落葉広葉樹二次林・自然林」「常緑広葉樹二次林・自然林」「針葉

樹人工林」「竹林」「二次草原」「自然草原」「湿性草原」「屋敷林」「樹木植栽地」「人工草

地」「樹園地」「水田」「畑」）を抽出 

・抽出した緑地を５ｍ×５ｍのグリッドに変換 

・連続性の閾値※が 40％以上の範囲を示すために、各グリッドから半径 300ｍ（約 10,000グ

リッド）内の緑地率を計算して図化 

 

※連続性の閾値 

連続性の閾値はパーコレーション理論（Percolation theory）で提唱されたものである。一定

面積のグリッドマップ（セルに区分されたマップ）において、ある要素Ａ（ここでは樹林）が

全てのセルを占める場合は、セル同士は完全に連続し大きな１つのパッチとなる。ここから

徐々に要素Ａのセルをランダムに減少させていくと、徐々に小さいパッチに分断化していき、

パッチ数も増えていく。そして、ある閾値を境にしてパッチ数は急激に増えることになる。こ

の理論によって導き出された連続性が急激に低下する要素Ａが全セルに占める割合 p の値（閾

値）は p0.59 である。 

この閾値は、地図の範囲（もしくはセルのサイズ）が変わると多少変動するが、地図の範囲

が 100×100 セル以上であれば、閾値は 40～60%（p=0.4~0.6）の間に収まるとされている。

また地図の範囲を変えても、必ず閾値は存在する。 

出典：文献３ 

 

 

連続性の閾地が 40％以上の範囲（緑地が連続している可能性がある範囲）は、所沢航空記念

公園を除き、ほぼ市街化調整区域に限られた。この結果から、キツネやタヌキなどの地上移動

性の動物は、（道路・鉄道などの分断要素を除けば）市街化調整区域では比較的移動しやすい

一方、市街化区域の中を移動は障害が多いと考えられた。ただし、タヌキは移動に側溝などの

人工構造物を使うことが知られており、側溝や河川沿いの草地などを使い市街地の森にも訪れ

る可能性がある。 
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（２）樹林ネットワーク 

樹林を主な生息場所とする動物を指

標として、樹林の生態系ネットワーク

について検討を行った。 

 

 

既往研究における以下の報告から、生態系ネットワークの拠点及び回廊を抽出し、図面に示

した。 

 

・シジュウカラは半径 200ｍ内の樹林面積が４ha（32％）以上あれば安定的に生息し、

1.45ha（11.5％）あれば、高い確率で生息する（文献４） 

・小型の鳥類については、通常は 200～400ｍ程度の範囲内を移動分散が可能（文献５） 

・カブトムシ（オス）は最大 250～300ｍを移動分散（文献６） 

・コクワガタ（オス）は最大 100～150ｍを移動分散（文献６） 

 

 

【手順】 

○拠点 

・緑被現況図から樹林地（「落葉広葉樹二次林・自然林」「常緑広葉樹二次林・自然林」「針

葉樹人工林」「竹林」「屋敷林」「樹木植栽地」）を抽出。 

・半径 200ｍ内の樹林地率を計算し、樹林地率 32％以上の範囲を拠点、樹林地率 11.5％以上

の範囲をサブ拠点として図化。 

 

○回廊 

・小型の鳥類の移動分散距離（200～400ｍ）及び、カブトムシ（オス）の移動分散距離（250

～300ｍ）に基づき、面積 500㎡以上の樹林地より半径 100ｍの範囲を図化。この範囲が連

続していれば、これらの種が移動しやすいと考えられる。 

・コクワガタ（オス）の移動分散距離（100～150ｍ）から、面積 500㎡以上の樹林地より半

径 50ｍの範囲を図化。この範囲が連続していれば、本種が移動しやすいと考えられる。 
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（３）水辺（止水）ネットワーク 

池や湿地、水田などの止水に生息す

る生物を指標として、水辺（止水）の

生態系ネットワークについて検討を行

った。 

 

既往研究における以下の報告から、生態系ネットワークの拠点及び回廊を抽出し、図面に示

した。 

 

・止水性イトトンボの移動距離は約１㎞（文献７） 

・シオカラトンボの移動距離は最大約２km（文献８） 

・アズマヒキガエルの移動分散距離は平均で 95.5ｍ（文献９） 

 

 

【手順】 

○拠点 

・緑被現況図（所沢市、平成 21年作成）から「湿性草原」「水田」を抽出。 

・「池」として、数値地図 5000（土地利用）（国土地理院、平成 23年発行）の「河川・湖沼」

から、衛星画像を確認しながら、河川や水のない調節池やプールなどの生物の生息に適さ

ない場所を除外し、「池沼」として整理。 

 

○回廊 

・止水性イトトンボの移動分散距離（約１㎞）に基づき、抽出した拠点より半径 500ｍの範

囲を図化。この範囲が連続していれば、本種が移動しやすいと考えられる。 

・シオカラトンボの移動分散距離（最大２km）に基づき、抽出した拠点より半径 1,000ｍの

範囲を図化。この範囲が連続していれば、本種が移動しやすいと考えられる。 

・アズマヒキガエルの移動分散距離（平均で 95.5ｍ）に基づき、抽出した拠点より半径 100

ｍの範囲を図化。この範囲に、草地や森があれば、本種の移動が想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           菩提樹池                  所沢航空記念公園の池 

  



15 
 

 

  

図
2
-
7
 

水
辺

（
止

水
）

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

 



16 
 

（４）水辺（流水）ネットワーク 

川や水路などの流水に生息する生

物を指標として、水辺（流水）の生態

系ネットワークについて検討を行っ

た。 

 

既往研究における以下の報告から、生態系ネットワークの拠点及び回廊を抽出し、図面に示

した。 

 

・ハグロトンボの飛翔距離は平均 200～300ｍ、最大移動距離は 1,600ｍ（文献 10） 

・シオカラトンボの移動距離は最大約２km（シオカラトンボは止水で繁殖するトンボだ

が、川の中に淀みがあれば繁殖するため適用した）（文献８） 

・カワセミの巣は川から 500ｍ程度まで分布する（論文等での記述はないが、過去の観察

記録などから距離を設定した） 

 

【手順】 

○拠点 

・緑被現況図の「水系」から河川・水路を抽出。 

 

○回廊 

・ハグロトンボの平均飛翔距離（200～300ｍ）に基づき、抽出した拠点より 100ｍの範囲を

図化。この範囲が連続していれば、本種が移動しやすいと考えられる。 

・シオカラトンボの移動分散距離（最大２km）に基づき、抽出した拠点より 1,000ｍの範囲

を図化。この範囲が連続していれば、本種が移動しやすいと考えられる。 

・カワセミの営巣地の川からの距離（500ｍ）に基づき、抽出した拠点より 500ｍの範囲を図

化。この範囲に、土の崖があれば、本種が営巣する可能性があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             東川                      柳瀬川 
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（５）草地ネットワーク 

草地を生息に利用する動物を指標として、草地の生態

系ネットワークについて検討を行った。 

 

 

既往研究における以下の報告から、生態系ネットワークの拠点及び回廊を抽出し、図面に示

した。 

 

・クツワムシの移動分散距離は、最大約 100ｍ（文献 11） 

・チョウ類の移動可能距離は 400～600ｍ（文献５） 

 

【手順】 

○拠点 

・緑被現況図から草地（「二次草原」「自然草原」「湿性草原」「人工草地」）を抽出。 

 

○回廊 

・クツワムシの移動分散距離（最大約 100ｍ）に基づき、草地より半径 50ｍの範囲を図化。

この範囲が連続していれば、これらの種が移動しやすいと考えられる。 

・チョウ類の移動可能距離（400～600ｍ）から、草地より半径 200ｍの範囲を図化。この範

囲が連続していれば、本種が移動しやすいと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           集合住宅                   所沢航空記念公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

           菩提樹池付近 
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近郊緑地保全区域 市民緑地 ふるさとの緑の景観地 保護地区 市民の森

首都圏近郊緑地保全法 都市緑地法
ふるさと埼玉の緑を守り育てる

条例
所沢市緑化推進条例

・所沢市緑化推進条例

・所沢市市民の森設置要綱

・無秩序な市街地化のおそれ

が大であり、かつ、これを保全す

ることによって、地域の住民の

健全な心身の保持及び増進又

はこれらの地域における公害若

しくは災害の防止の効果が著し

い近郊緑地の土地の区域

・300㎡以上の土地又は人工地

盤、建築物その他の工作物

・特別緑地保全地区及び緑地

保全地域内の土地等も対象

・契約期間は5年以上

【契約内容】

・市民緑地契約の目的となる土

地等の区域

・市民緑地の管理の方法に関

する事項

・市民緑地の管理期間

・市民緑地契約に違反した場合

の措置

（以下必要な場合）

・住民の利便のため必要な施

設の整備に関する事項

・緑地の保全に関連して必要と

される施設の整備に関する事項

・緑化施設の整備に関する事項

・樹林地が単独で、又は樹林地

及びこれに隣接する土地が一

体となって、相当広範囲にわた

り、ふるさとを象徴する緑（埼玉

らしさを感じさせる樹木を中心と

したすぐれた風景をいう）を形成

している地域

・緑地等保護のため必要がある

と認めるときは、所有者等と協

議のうえ規則で定める基準によ

り自然林、樹木を保護すべき地

区として指定することができる

→樹木が集団している土地の

面積が300㎡以上であること

→樹木のある神社、寺院の境

内(その周辺を含む)で良好な環

境を保っていること

・主として樹木によって形成され

ている2ha以上の土地で、市民

のいこいの場として使用するに

適合していると認められる一定

の区域

・市長が特に認めたもので、市

民の森として整備が必要と認め

られた一定の区域

・使用契約及び指定期間は5年

以上

国土交通大臣 土地所有者等と地方公共団体

又は緑地管理機構の間で契約

締結

知事 市長 市長

内容

・建築物等の新改増築

・土地の形質の変更

・木竹の伐採

・水面の埋立又は干拓

・政令で定めるもの

・屋外における土石、廃棄物又

は再生資源の堆積 －

・建築物その他の工作物を新

築し、改築し、又は増築すること

・木竹を伐採すること

・宅地を造成し、土地を開墾し、

その他土地の形質を変更するこ

と

・鉱物を掘採し、又は土石を採

取すること

・前各号に掲げるもののほか、ふ

るさとの緑の景観地の保全に支

障を及ぼすおそれのあるものと

して規則で定める行為

・樹木の伐採をしようとするとき

・樹木が枯死又は著しく折損し

たとき

・当該土地の所有権を他に移

転したとき

・地形の変更をしようとするとき

－

手続き
都道府県知事(指定都市、中核

市にあっては市長)へ届出
－

知事へ届出 市長へ届出
－

買い入れ

要件
－ －

ふるさとの緑の景観地の指定の

目的を達成するために特に必要

があると認めるとき
－ －

主体 － －
埼玉県

－ －

－

・固定資産税・相続税は、地方

公共団体に無償・貸付けの場

合非課税。有償の場合課税す

ることが可能

・相続税の2割評価減

・届出に係る行為により、ふるさ

との緑の景観地の指定の目的

が達成できないために行う行為

の制限、又は必要な措置を命じ

たことにより損失を受けた者に対

し、通常生ずべき損失を補償す

る

・土地の管理を行う者に対して

当該管理のための支援を行うこ

とができる

・

・

・

・土地所有者に対し、市民の森

奨励金を交付する

・適当と認める地域団体等と委

託契約を締結し、その管理を委

託する

・市民の森の管理を受託した団

体に対し、管理委託料を支払う

税の優遇措置・

助成等

制度の名称

根拠法

指定の要件等

指定権限

行

為

制

限

の

内

容

土

地

の

買

入

2-3. 生態系ネットワーク形成等の観点からの緑地環境診断 

抽出した、大規模な緑地、市街化区域内の緑地、生産緑地及び緑化地について、生態系ネッ

トワーク上の位置づけや利活用等の観点から診断を行った。 

 

（１）大規模な緑地 

抽出した大規模な緑地について、生態系ネットワークの検討結果から、生態ネットワーク上

の位置づけについて整理した。 

また、安定した生息のために質の高い広い自然地が必要される高次消費者（野生生物の食

う・食われるという関係の頂点に立つ種）として、キツネとオオタカに着目して自然の状況に

ついて考察した。 

さらに、緑地の保全状況についても整理した。 

 

表 2-1 緑地保全制度一覧 
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■大規模緑地１ 狭山丘陵 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

市内で最も広い樹林ネットワークの拠点となっている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

丘陵の谷には湧水と湧水に涵養される湿地が分布しており、大部分が台地上に位置し、

水辺環境が少ない所沢市において、水辺環境が分布する重要な拠点となっている。 

○草地ネットワーク 

湿地やその周辺に草地が分布し、草地ネットワークの拠点になっている。 

○高次消費者の生息 

オオタカの繁殖記録があり、キツネも複数の確認記録がある。 

 

②保全状況等 

狭山湖の集水域は、水源地として守られている。その他については、（公財）トトロの

ふるさと基金によるトラストや、公園緑地、保護地区への指定などにより保全が進められ

ているが、いまだ開発が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 大規模緑地 1 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地２ 西武ゆうえんちから鳩峰公園にかけての森 

■大規模緑地３ 八国山緑地の森 

 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

狭山丘陵からつながる拠点となっている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

数か所の池があり、狭山丘陵の止水からまちなかにつながる水辺（止水）ネットワーク

の一部を担っている。 

○草地ネットワーク 

林縁などに分布する草地が狭山丘陵からつながる草地ネットワークの一部を担ってい

る。 

○高次消費者の生息 

オオタカの繁殖記録があり、キツネも荒幡のゴルフ場での目撃記録がある。 

 

②保全状況等 

公園緑地としての買い取りや、市民の森、保護地区、市民緑地への指定など、重要な部

分の保全が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 大規模緑地 2・3 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地４ 若狭周辺の森 

■大規模緑地５ 北中小学校周辺の森 

 
①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

樹林ネットワークの拠点であり、狭山丘陵と武蔵野の平地林をつなぐ、ネットワーク上

重要な場所に位置している。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

本樹林地には水辺は存在しないが、近くに砂川掘とその調節池があり、水辺の質が高ま

ればカワセミなどが利用する可能性はある。 

○草地ネットワーク 

周辺部に草地は分布するが、草地のネットワークとは関係が薄い。 

○高次消費者の生息 

オオタカ、キツネとも確認されていない。 

 

②保全状況等 

比較的広い範囲で保護地区への指定が行われている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2-12 大規模緑地 4・5 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地６ 北中の森 

 
①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

樹林ネットワークの拠点であり、小規模な樹林を介して、大規模緑地５や大規模緑地７

とネットワークしている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

水辺のネットワークとは関係が薄い 

○草地ネットワーク 

周辺部に草地は分布するが、小規模で分断しており、草地のネットワークとは関係が薄

い。 

○高次消費者の生息 

オオタカの繁殖記録があり、近年、キツネの親子が確認されている。 

 

②保全状況等 

市による公有地化のほか、民間トラストによる保全が行われている。また、比較的広い

範囲が、ふるさとの緑の景観地に指定されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-13 大規模緑地 6 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地７ 北入曽の森 

■大規模緑地８ 所沢ネオポリス西側の森 

 
①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

ともに、樹林ネットワークの拠点である。大規模８は、大規模７から南に延びるネット

ワークの軸に位置している。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

水辺のネットワークとは関係が薄い 

○草地ネットワーク 

周辺部に草地は分布するが、小規模で分断しており、草地のネットワークとは関係が薄

い。 

○高次消費者の生息 

大規模７でオオタカの繁殖記録がある。 

 

②保全状況等 

市による公有地化、保護地区指定のほか、民間トラストによる平地林の再生が行われて

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-14 大規模緑地 7・8 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 



26 
 

■大規模緑地９ 秋草学園高校南側の森 

 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

樹林ネットワークの拠点である。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

水辺のネットワークとは関係が薄い 

○草地ネットワーク 

周辺部に草地は分布するが、小規模で分断しており、草地のネットワークとは関係が薄

い。 

○高次消費者の生息 

オオタカの繁殖記録がある。 

 

②保全状況等 

保全のための指定等は行われていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-15 大規模緑地 9 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 10 くぬぎ山地区と周辺の森 

 
①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

くぬぎ山は樹林ネットワークの拠点に、南側の屋敷林はサブ拠点になっている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

水辺のネットワークとは関係が薄い 

○草地ネットワーク 

周辺部に草地は分布するが、小規模で分断しており、草地のネットワークとは関係が薄

い。 

○高次消費者の生息 

オオタカの繁殖記録がある。 

 

②保全状況等 

大規模な平地林であるくぬぎ山は、ふるさと緑の景観地への指定のほか、特別緑地保全

地区への指定が行われている。また、民間トラストも行われている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-16 大規模緑地 10 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 11 多聞院西側砂川堀沿いの森 

 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

樹林ネットワークの拠点、サブ拠点になっている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

近くに砂川掘とその調節池があり、水辺の質が高まればカワセミなどが利用する可能性

はある。 

○草地ネットワーク 

周辺部に草地は分布するが、小規模で分断しており、草地のネットワークとは関係が薄

い。 

○高次消費者の生息 

オオタカの繁殖記録がある。 

 

②保全状況等 

保全のための指定等は行われていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-17 大規模緑地 11 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 12 所沢聖地霊園北側の森 

 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

樹林ネットワークの拠点になっている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

水辺のネットワークとは関係が薄い 

○草地ネットワーク 

周辺に分布する草地が草地ネットワークの一部を担っている。 

○高次消費者の生息 

オオタカの繁殖記録がある。 

 

②保全状況等 

保全のための指定等は行われていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-18 大規模緑地 12 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 13 所沢カルチャーパークと周辺の森 

 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

大部分が樹林ネットワークの拠点になっている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

隣接地に調整池があり、自然の質が高まれば、カワセミの繁殖場所になる可能性がある。 

○草地ネットワーク 

周辺に分布する草地が草地ネットワークの一部を担っている。 

○高次消費者の生息 

オオタカの繁殖記録がある。 

 

②保全状況等 

中央部分は所沢カルチャーパークとして、都市計画決定されており一部で公有地化が進

んでいる。また、一部が保護地区に指定されている。そのうち南西部分は学校林として活

用されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-19 大規模緑地 13 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 14 南永井の森 

 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

樹林ネットワークのサブ拠点になっている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

水辺のネットワークとは関係が薄い。 

○草地ネットワーク 

草地ネットワークとは関係が薄い。 

○高次消費者の生息 

オオタカやキツネの確認記録はない。 

 

②保全状況等 

保全のための指定等は行われていない。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-20 大規模緑地 14 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 15 柳瀬川斜面林（東） 

 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

北側が樹林ネットワークの拠点、その他がサブ拠点になっている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

柳瀬川から 500ｍ以内に位置している場所があり、カワセミの繁殖などの可能性がある。 

○草地ネットワーク 

柳瀬川の草地から、200ｍ以内に位置している場所があり、林縁の草地がチョウなどの

ネットワークに関係する可能性がある。 

○高次消費者の生息 

オオタカやキツネの確認記録はない。 

 

②保全状況等 

柳瀬川斜面林の一部が保護地区に指定されている他は、保全のための指定等は行われて

いない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-21 大規模緑地 15 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 16 柳瀬中学校南側の森 

 
①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

樹林ネットワークのサブ拠点となり、柳瀬川の斜面林とネットワークされている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

東川が森に隣接しており、カワセミの繁殖などの可能性がある。 

○草地ネットワーク 

東川や林縁にある草地が柳瀬川の草地とネットワークしている。 

○高次消費者の生息 

オオタカやキツネの確認記録はない。 

 

②保全状況等 

保全のための指定等は行われていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-22 大規模緑地 16 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 17 柳瀬川沿いの緑地 

 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

柳瀬川の河川敷であるため、河川沿いの樹林ネットワークは弱いが、点在する樹林が、

斜面林とネットワークしている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

柳瀬川の水辺が水辺の生きものの生息・移動空間になっていると考えられる。 

○草地ネットワーク 

柳瀬川の草地が草地の生きものの生息・移動空間になっていると考えられる。 

○高次消費者の生息 

オオタカやキツネの確認記録はない。 

 

②保全状況等 

河川区域として保全されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-23 大規模緑地 17 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 18 柳瀬川斜面林（西） 

 
①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

樹林ネットワークのサブ拠点であるが、市街地までつながる帯状の緑地として重要性が

高い。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

柳瀬川から、500ｍ圏内に位置しており、カワセミが繁殖に使う可能性がある。 

○草地ネットワーク 

図面状には現れていないが、林縁のマント群落や小規模な草地が草地ネットワークに貢

献している可能性がある。 

○高次消費者の生息 

オオタカやキツネの確認記録はない。 

 

②保全状況等 

一部が公園緑地や保護地区として保全されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-24 大規模緑地 18 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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■大規模緑地 19 北秋津の森 

 

①生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク 

樹林ネットワークの拠点、サブ拠点となっている。 

○水辺（止水）ネットワーク・水辺（流水）ネットワーク 

柳瀬川から、500ｍ圏内に位置しており、カワセミが繁殖に使う可能性がある。 

○草地ネットワーク 

図面状には現れていないが、林縁のマント群落や小規模な草地が草地ネットワークに貢

献している可能性がある。 

○高次消費者の生息 

オオタカの繁殖記録がある。 

 

②保全状況等 

一部が保護地区として保全されている。今後、区画整理事業が予定されており、樹林地

が減少する可能性がある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-25 大規模緑地 19 の保全状況  

所沢市域            市街化区域界             大規模緑地の範囲 
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（２）市街化区域内の緑地（樹林地・草地） 

１）診断項目 

抽出した市街化区域内の緑地について、以下の項目における区分を整理した。 

 

① 規模区分※9 

500 ㎡未満・500㎡以上・2,500㎡以上・10,000㎡以上 

 

② 生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク上の位置づけ 

・拠点内・サブ拠点内 

 

○草地ネットワーク上の位置づけ 

・草地からの距離（50ｍ・200ｍ）※10 

 

○水辺ネットワーク上の位置づけ 

・池、湿地・水田からの距離（100ｍ・500ｍ・1,000ｍ）※11 

・河川・水路からの距離（100ｍ・500ｍ・1,000ｍ）※12 

 

③ 利活用における位置づけ 

・学校からの距離（50ｍ・250ｍ・500ｍ）※13 

・立入りの難しさ（屋敷林・一部屋敷林） 

 

④ 主な植生 

広葉樹林・竹林又は人工林・草地 

 

⑤ 担保状況※14 

強い担保・弱い担保・なし 

 
 

※9 「ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例」における保存樹林の指定要件である 500 ㎡以上及び、樹林内の

一定の自然性が確保されていると考えられる面積である 2,500 ㎡以上、及び樹林内の価値ある水準の自然

が確保されると考えられる面積である 10,000 ㎡を基準に区分を行った（ｐ.6※２参照）。 

※10 クツワムシの移動分散距離（最大約 100ｍ）・チョウ類の移動可能距離（400～600ｍ）の半分から設定した

（ｐ.18 参照）。この範囲内であれば、比較的容易にこれらの種がやってくる可能性がある。 

※11 止水性イトトンボの移動距離（約１㎞）、シオカラトンボの移動距離（最大約 2ｋｍ）の半分及び、アズマヒキガ

エルの移動分散距離（平均 95.5ｍ）から設定した（ｐ.14参照）。この範囲内であれば、比較的容易にこれらの

種がやってくる可能性がある。 

※12 ハグロトンボの平均飛翔距離（200～300ｍ）、シオカラトンボの移動距離（最大約 2ｋｍ）の半分及び、カワセ

ミの巣の川からの距離（500ｍ）から設定した（ｐ.16 参照）。この範囲内であれば、比較的容易にこれらの種が

やってくる可能性がある。 
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買取

補償

通損

補償

奨励

金等

固定資産税

都市計画税
相続税 所得税

都市公園

（都市公園法）
○

５千万円

控除

特別緑地保全地区

（都市緑地法）
○ 最高1/2の評価減

８割減（山林・原

野）

延納利子税の引き

下げ

２千万円

控除

所沢市の市街化区域

での指定はなし

ふるさとの緑の景観地

（ふるさと埼玉の

緑を守る条例）

○
所沢市の市街化区域

での指定はなし

保護地区

（所沢市緑化推進条例）
○

市民緑地

（都市緑地法）

非課税（公共団体に

無償貸付の場合）

２割減

（契約期間20年以

上）

市民の森

（所沢市緑化推進条例）

（所沢市市民の森設置要綱）

○

備考

補償・優遇措置等

タイプ区分
制　度　名

（根拠法・条例等）

　Ａ.買取保障

　Ｃ.届出

Ｄ.使用契約

※13 街区公園の誘致距離（250ｍ）、近隣公園の誘致距離（500ｍ）を参考に、ごく近い場所の基準として 50ｍ

を加えて設定した。 

※14 表 2-2 に示した緑地保全に関する制度のうち、緑地が保全される可能性が高いＡ.買取保証タイプを「強い

担保」に、届出や契約終了により緑地が開発される可能性が残る、Ｃ.届出タイプ、Ｄ.使用契約タイプを「弱い

担保」とした。 

 

表 2-2 緑地保全に関する制度の比較 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）通損補償：通常生ずべき損失の補償 
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図 2-26 市街化区域内の緑地 
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２）現地確認 

市街化区域の緑地は減少が著しく、いずれも保全重要性の高いものであるが、そのうち特に

生物の生息において重要性が高いと想定される 2,500㎡以上の緑地（61か所）を対象に現地で

現状を把握した。確認は主に次の観点から行い、確認結果はカルテとして整理した。 

 

① 生物生息空間の観点 

林床の状況、竹の状況、高木密度、外来種の状況 など 

 

② 利用の観点 

アプローチのしやすさ、傾斜、利用状況 など 
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図 2-27 現地確認を行った緑地 
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図 2-28 緑地カルテの例  
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（３）生産緑地 

抽出した生産緑地について、以下の診断項目における区分を整理した。 

 

１）診断項目 

① 規模区分 

2,500 ㎡未満・2,500㎡以上※15 

 

② 生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク上の位置づけ 

・拠点内・サブ拠点内 

 

○草地ネットワーク上の位置づけ 

・草地からの距離（50ｍ・200ｍ）※16 

 

○水辺ネットワーク上の位置づけ 

・池、湿地・水田からの距離（100ｍ・500ｍ・1,000ｍ）※17 

・河川・水路からの距離（100ｍ・500ｍ・1,000ｍ）※18 

 

③ 利活用における位置づけ 

・学校からの距離（50ｍ・250ｍ・500ｍ）※19 

 

 

 

 

 

 

 

 

※15 買い上げによる街区公園への転用を考慮し、街区公園の標準面積（2,500 ㎡）から設定した。 

※16 クツワムシの移動分散距離（最大約 100ｍ）・チョウ類の移動可能距離（400～600ｍ）の半分から設定した

（ｐ.18 参照）。この範囲内であれば、比較的容易にこれらの種がやってくる可能性がある。 

※17 止水性イトトンボの移動距離（約１㎞）、シオカラトンボの移動距離（最大約 2ｋｍ）の半分及び、アズマヒキガ

エルの移動分散距離（平均 95.5ｍ）から設定した（ｐ.14参照）。この範囲内であれば、比較的容易にこれらの

種がやってくる可能性がある。 

※18 ハグロトンボの平均飛翔距離（200～300ｍ）、シオカラトンボの移動距離（最大約 2ｋｍ）の半分及び、カワセ

ミの巣の川からの距離（500ｍ）から設定した（ｐ.16 参照）。この範囲内であれば、比較的容易にこれらの種が

やってくる可能性がある。 

※19 街区公園の誘致距離（250ｍ）、近隣公園の誘致距離（500ｍ）を参考に、ごく近い場所の基準として 50ｍ

を加えて設定した。 
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図 2-29 抽出した生産緑地 
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表 2-4 生産緑地の診断（1） 
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表 2-4 生産緑地の診断（2） 
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表 2-4 生産緑地の診断（3） 
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表 2-4 生産緑地の診断（4） 
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表 2-4 生産緑地の診断（5） 
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表 2-4 生産緑地の診断（6） 
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表 2-4 生産緑地の診断（7） 
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表 2-4 生産緑地の診断（8） 
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（４）緑化地  

抽出した緑化地（61か所）について、以下の診断項目における区分を整理し、現地確認を行

った。 

 

１）診断項目 

① 規模区分 

１ha未満・１ha以上・５ha 以上・10ha以上※20 

 

② 生態系ネットワーク上の位置づけ 

○樹林ネットワーク上の位置づけ 

・拠点内・サブ拠点内 

 

○草地ネットワーク上の位置づけ 

・草地からの距離（50ｍ・200ｍ）※21 

 

○水辺ネットワーク上の位置づけ 

・池、湿地・水田からの距離（100ｍ・500ｍ・1,000ｍ）※23 

・河川・水路からの距離（100ｍ・500ｍ・1,000ｍ） 

 

③ 利活用における位置づけ 

・学校からの距離（50ｍ・250ｍ・500ｍ）※24 

 

 

 

 

 

 

 

※20 緑化地の抽出の基準とした１ｈａのほか、目安として５ｈａ、10ｈａを設定した。 

※21 クツワムシの移動分散距離（最大約 100ｍ）・チョウ類の移動可能距離（400～600ｍ）の半分から設定した

（ｐ.18 参照）。この範囲内であれば、比較的容易にこれらの種がやってくる可能性がある。 

※22 止水性イトトンボの移動距離（約１㎞）、シオカラトンボの移動距離（最大約 2ｋｍ）の半分及び、アズマヒキガ

エルの移動分散距離（平均 95.5ｍ）から設定した（ｐ.14参照）。この範囲内であれば、比較的容易にこれらの

種がやってくる可能性がある。 

※23 ハグロトンボの平均飛翔距離（200～300ｍ）、シオカラトンボの移動距離（最大約 2ｋｍ）の半分及び、カワセ

ミの巣の川からの距離（500ｍ）から設定した（ｐ.16 参照）。この範囲内であれば、比較的容易にこれらの種が

やってくる可能性がある。 

※24 街区公園の誘致距離（250ｍ）、近隣公園の誘致距離（500ｍ）を参考に、ごく近い場所の基準として 50ｍ

を加えて設定した。 

  



72 
 

 

 



73 
 

 

  

図 2-30 対象とした緑化地の位置と種類 
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２）現地確認 

現地での確認は、主に生物生息の観点から行った。 

 

○確認の観点 

・自然草地の有無 

・在来種の利用 

・樹林の階層構造（自然に近い森の有無） 

・樹木の量 

・ビオトープの有無 など 

 

現地確認した緑化地の状況は次ページに示すカルテとして取りまとめた。 
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図 2-31 緑化地カルテの例  
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３.市街化区域の生態系ネットワークの形成に資する緑地の 

                     保全・創出方策検討調査 
 

3-1.生態系ネットワークの形成に活用するマップの作成 

生態系ネットワークの形成に活用するマップ【所沢 ECO-MAP】を作成した。以下にマップ作

成の目的、作成方法、マップの見かたを示す。 

 

（１）マップ作成の目的 

●住民が自ら、身近な場所の自然を知るために役立てる 

マップを眺めることによって、次のようなことに気づいてもらい、自然の保全・再生・管理

や生態系ネットワークに興味を持ってもらうことに役立てる。 

・身近な場所にどのような自然が残されているかを知る。 

・自分の関係する場所（家や学校、職場等）や身近な場所が、生きものにとってどのような

役割を持っているかを知る。 

 

●自然の保全・創出・管理への参加を促すことに役立てる 

マップを使って、学校でのビオトープ創出や、まちなかの緑地保全について働きかける（具

体的方法については、3-2.マップの活用方法の検討に示す）。 

 

（２）マップの作成方法と記載内容 

マップは、「２.生態系ネットワークの形成に向けた緑地環境診断調査」における、緑地や緑

化地の抽出結果や、生態系ネットワークの検討結果を、ＧＩＳを用いて重ね合わせて作成した。 

そのほかに、樹林ネットワークの形成を効率的に図ることが可能な場所に矢印を記入した。 

以下に、マップの記載内容を示す。 

 

表 3-1 マップの記載内容 

■樹林ネットワーク（ｐ.13 図 2-6 参照） 

・樹林／屋敷林／樹木植栽地 

・拠点／サブ拠点 

・規模 500 ㎡以上の樹林から 50ｍの範囲 

・規模 500 ㎡以上の樹林から 100ｍの範囲 

・樹林ネットワークの形成を効率的に図ることが可

能な場所（矢印で記載） 

■草地ネットワーク（ｐ.19 図 2-9 参照） 

・草地 

・草地から 50ｍの範囲 

・草地から 200ｍの範囲 

■水辺（止水）ネットワーク（ｐ.15 図 2-7 参照） 

池・湿地 

池・湿地から 100ｍの範囲 

池・湿地から 500ｍの範囲 

池・湿地から 1,000ｍの範囲 

■水辺（流水）ネットワーク（ｐ.17 図 2-8 参照） 

川 

川から 100ｍの範囲 

川から 500ｍの範囲 

川から 1,000ｍの範囲 

■生産緑地 

■公園緑地 

■地域制緑地 

■小学校区 

■緑化地カルテの対象地 

■緑地カルテの対象地 
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作成したマップは、市全域の分割図（16枚）及び、小学校学区別図（24 枚）として、縮尺 1

万分の１で出力した。次ページに、【所沢 ECO-MAP】の市全域の分割図及び学区別図を例示する。 

 

（３）マップの見かた 

以下にマップの見かたの例を示す。マップの見かたには、「① 自らの関係している場所（学

校等）の生態系ネットワークにおける位置づけを知る」ことと、「② 生態系ネットワークを形

成するために有効な場所と方法を知る」ことの２つがある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 マップの見かたの例 

矢印の部分に樹木を植栽すると樹林

のネットワークがつながる。 

青い点線の間に池をつくると、トンボの

生息地がネットワークされる 
黄色い線の間に草地をつくると、チョ

ウ類の生息場所がネットワークされる 

学校の樹木が、まちなかの樹林の生態系ネッ

トワークにとって重要であることがわかる。 

小学校やマンション、公園の樹木が多く、樹

林がネットワークされていることがわかる。 
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図 3-2 市全域分割図の例 
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図 3-3 学区別図の例 
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3-2.マップの活用方法の検討 

樹林の保全・管理や公園等でのビオトープ創出、校内のエコアップなど、取組の実施可能性

等を考慮してモデル学区を選定し、マップを活用してモデルプランを作成した。 

 

（１）モデル学区の選定 

１）選定の方法 

本調査における検討は、主に学校を中心とした取組を想定していることから、詳細な検討の

対象とするモデル学区を選定した。 

モデル学区の選定は、以下の「想定される取組」の実施可能性に注目して行い、すでに、取

組の対象と考えられる樹林があるといった条件も考慮した。 

 

■想定される取組 

○樹林の管理・保全 

・下草刈りなどの手伝い 

・除間伐の手伝い 

・樹名板の設置 等 

 

○公園等でのビオトープ創出 

・市が実施するビオトープ計画の検討への参加 

・市が実施するビオトープづくりへの参加 

・公園内の林の下草刈りなどの手伝い 等 

 

○川での取組 

・川での生きもの調査 

・川辺の清掃活動 等 

 

○校内のエコアップ 

・学校ビオトープの創出と管理 

・フェンスなどのツル植物による緑化 

・在来種の植栽 等 
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２）選定結果 

小学校の学区ごとに作成した「所沢 ECO-MAP」を活用して、各学区の既存の取組や想定され

る取組を整理し、その結果から５つのモデル学区を選定した（モデル学区選定表参照）。 

 

■選定したモデル学区 

① 北小学校 

② 小手指小学校 

③ 山口小学校 

④ 北秋津小学校 

⑤ 林小学校 
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  中心市街地タイプ

表3-1　モデル学区選定表 郊外タイプ

関連する取組

地球にやさ

しい学校大

賞

樹林の管理・保全

◎：近接地にあり

○：学区内にあり

△：学区内に少ないがあり

―：ほとんどなし

公園等でのビオトープ創出

（近隣公園以上の公園が）

◎：近接地にあり

○：校区内にあり

―：なし

川での取組

○：期待される

―：川がなし

校内エコアップ

●：実績あり

○：期待される

1 所沢小学校 学校ビオトープ ― ― ― ● ― 学区内に活動できる樹林、公園が少ない

2 南小学校 ○ ― ― ○ ― 学区内には樹林が多いが、学校の周囲には樹林が少ない。

3 北小学校 △ ◎（緑町中央公園） ○ ○ ○ 緑町中央公園での取組が想定される。 候補公園あり ○

4 明峰小学校 大賞３回 △ ― ○ ○ ― 大きな樹林がいくつかあるが、社寺林であるため関わりにくい。

5 松井小学校 柳瀬川清掃 ○（多くは調整区域） ― ○ ○ ― 大きな樹林がいくつがあるが、学校から離れており関わりにくい。

6 柳瀬小学校 ◎（多くは調整区域） ○（亀ヶ谷公園） ○ ○ ○ 樹林、公園、川での活動が考えられる。

7 小手指小学校 トトロの森散策 ◎ ― ○ ○ ○ 樹林、川での活動が考えられる。 候補樹林あり ○

8 山口小学校 柳瀬川マップづくり ◎ ― ○ ○ ○ 樹林、川での活動が考えられる。 候補樹林あり ○

9 清進小学校 学校ビオトープ・むさしの園 大賞１回 ― ○（緑町中央公園） ― ● ― 学区内に緑町中央公園があるが、距離が離れている。

10 若松小学校 学校林 ◎（多くは調整区域） ○（所沢カルチャーパーク） ○ ○ （○） 近くに樹林があるが、既に活動している。

11 伸栄小学校 △ ― ― ○ ― 学区内に活動できる樹林、公園が少ない

12 若狭小学校 学習林・学校農園 ◎ ― ― ○ （○） 近くに樹林があるが、既に活動している。

13 泉小学校 学校ビオトープ・田んぼ ○ ― ○ ● ― 大きな樹林があるが、学校からやや離れている。

14 安松小学校 学校ビオトープ・学校林 ◎ ― ○ ● （○） 近くに樹林があるが、既に活動している。

15 美原小学校 ― ― ― ○ ― 学区内に活動できる樹林、公園が少ない。

16 北秋津小学校 ◎（多くは調整区域） ― ○ ○ ○ 近くに樹林がいくつかあり、取り組める可能性がある。 候補樹林あり ○

17 上新井小学校 自然体験農場「ほうさく村」 ○ ― ○ ○ ― 樹林があるが、学校から離れている。

18 林小学校 ◎（多くは調整区域） ― ― ○ ○ 近くに樹林があり、取り組める可能性がある。 ○

19 牛沼小学校 東川の生物調査 ○（多くは調整区域） ― ○ ○ ― 樹林があるが、学校から離れている。

20 並木小学校 学習林（むさしのの林） ― ○（航空記念公園） ― ● ― 航空記念公園があるが、県管理の公園であり、関わりにくい

21 椿峰小学校 ◎ ○（椿峰中央公園） ― ○ ○ 対象地は多いが、既に保全されている場所が多いので、効果が見えにくい。

22 東所沢小学校 大賞２回 ― ○（東所沢公園） ○ ○ ― 学区内に活動できる樹林が少ない

23 和田小学校 ― ○（東所沢公園） ○ ○ ― 学区内に活動できる樹林が少ない

24 中央小学校 田植え体験 ― ○（富士見公園+富士見緑地） ― ○ ― 学区内に活動できる樹林が少ない

25 所沢中学校 サントリ-愛鳥活動助成

26 南陵中学校

27 東中学校 東川の清掃活動

28 柳瀬中学校

29 小手指中学校

30 山口中学校

31 向陽中学校

32 美原中学校 大賞２回

33 中央中学校

34 安松中学校 大賞３回

35 上山口中学校 柳瀬川の清掃活動 大賞２回

理由等番号 名　称

既存の取組
モデル候補

　○　：適している

（○）：適しているが、

　　　　既に取組中

　―　：適していない

想定される取組

最終

選定に

向けての

特記事項

表 3-2 モデル学区選定表 
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（２）モデルプランの検討 

 

１）都市における生態系ネットワークの形成に向けて想定されるモデル的な取組 

 

① 考え方 

検討内容の実現可能性を高めるために、平成 24年より施行している「ふるさと所沢のみど

りを守り育てる条例」で新設された制度や、平成 25年からの施行を予定している保存樹木お

よび保存樹林の新たな支援事業制度の活用を図る。 

 

■所沢市の新たな制度 

・樹林の寄付要綱の改定 

・みどりのパートナー制度の新設 

・保護樹木・保護地区の名称・指定要件の変更と、支援を奨励金の交付から管理経費の

一部助成への変更 

・保存樹林・保存樹木・ふるさとの樹への賠償責任保険（樹木保険）の付与 等 

 

② モデル的な取組 

モデル的な取組としては、次のものが想定される。 

 

■市街化区域及び周辺の樹林の管理・保全 

市街化区域内の樹林の管理に、「みどりのパートナー」として学校や企業に関わってもらい、

当面の地権者の管理負担を減らすとともに、永続的な樹林保全（寄付等）への機運を高める。 

 

■公園（公共施設）でのビオトープ創出 

公園に新たにビオトープを創出し、計画、創出、管理を学校、地元自治会、NPO 等とともに

実施する。 

 

■生産緑地の買い上げによる自然拠点の創出 

買取り申出のあった生産緑地を所沢市が買い上げ、学校・地域住民などの協力によって樹林

や草地、水辺を創出・管理する。 

※この取組は、特に財政的な負担が大きいことから、実施は特別な場合（寄付を受けるなど）に限定されると考え

られる。 

 

■学校内でのエコアップ 

学校ビオトープの創出のほか、フェンスへのツル植物（マント群落）の植栽・育成、自然草

地の創出等のさまざまな方法で、学校を生態系ネットワークの拠点とする。 

 

■家庭での取組 

樹木や野草の植栽、ミニビオトープづくりなど、家庭を生きものが生息しやすい場所にする。  
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２）各主体に期待される取組 

上記のモデル的な取組を含め、都市における生態系ネットワークの形成に向けて小学校・中

学校、企業・大学、NPO、行政、土地所有者・管理者に期待される取組を整理した。 

 

■小学校・中学校 

【敷地内での取組】 

・学校ビオトープの創出 

・自然に近い樹林の創出・転換（階層構造・在来種） 

・ツル植物（マント群落）の植栽・育成 

・自然草地の創出 

・プールでのヤゴの保護 

・公園等に植栽する在来種の苗木の育成 

・樹名板や観察案内板の設置 

・巣箱の設置 

・生物多様性に関わる学習（在来種・外来種・園芸種の違いなど） 

 

【地域での取組】 

・身近な生きもの調査 

・自然の分布調査 

・樹林の管理活動 

・学校林の指定 

・公園等における生物生息場所の保全・再生活動への参加（在来種の苗木の育成や植栽

等） 

 

■企業・大学 

【所有地での取組】 

・自然に近い樹林の創出・転換 

・ツル植物（マント群落）の植栽・育成 

・自然草地の創出 

・生物の生息に適した水辺の保全・創出 

・樹名板や観察案内板の設置 

・巣箱の設置 

・自社所有地の自然環境調査 

 

【緑地保全への支援】 

・樹林の管理への人的支援 

・森の所有者への財政的な支援（市の基金への協力などを含む） 

・学校の取組への支援（資材の提供・樹名板の設置） 

・学校等にＮＰＯ等を派遣するための支援（財政的） 

・取組の広報 
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■ＮＰＯ 

・学校の取組の支援（環境教育、自然観察、植栽の自然化、ビオトープの創出等） 

・公園等へのビオトープ創出の支援 

・土地取得などへの協力（トラストなど） 

 

■行政 

・公園や公共施設での樹林・草地・水辺の創出 

・既存樹林の地域制緑地への指定推進 

・既存樹林の公有地化推進 

・生態系ネットワーク上重要な場所に位置する生産緑地の買い上げと樹林・草地・水辺

の創出 

・土地所有者・学校・ＮＰＯなどの調整（学校林指定・樹林活用など） 

・河川での草地等の創出 

・既存樹林等の寄贈の受け入れ 

・既存樹林の所有者への保全・管理の支援 

・学校が取組を進めるための支援 

・企業・学校への働きかけ 

 

■土地所有者・管理者 

・屋敷林の学校の地域教育への活用許可（屋敷林を知る） 

・団地の植栽の自然化 

・調節池の常時湛水域の創出 

・樹林の寄付 

・樹林の使用許可 

・家庭での生物生息への配慮（樹木や野草の植栽、ミニビオトープづくり） 

 

２）モデルプランの検討 

「所沢 ECO-MAP」をベースに、モデル学区において期待される取組を示したモデルプランを

作成した。 

 

モデル学区 

・北小学校 

・小手指小学校 

・山口小学校 

・北秋津小学校 

・林小学校 
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図 3-4 
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図 3-5 
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図 3-6 
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図 3-7 
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図 3-8 
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3-3.協働による市街化区域の緑地の保全・創出方策の検討 

作成したモデルプランを活用して、企業・NPO・モデル学区の学校への緑地の保全への協力

についてのヒアリングを行った。その結果をふまえて、モデル学区における協働による緑地保

全方策について検討した。 

 

（１）企業や大学、トラスト活動を行うＮＰＯ等へのヒアリング 

 

１）西武鉄道株式会社 

 

・日時：平成 26年 10月 27日 14：00～15：00 

・場所：西武鉄道（株）本社 

・対応者：菊地三生氏（管財部・調査役）、安倍英俊氏（管財部・課長） 

 

○既存の取組等 

・県の「ふるさとの緑の景観地」指定に協力している。 

・西武鉄道の駅で屋上緑化を行っている。 

・川越市で耕作放棄地の再生に取り組んでおり、人気がある。 

○考えられる取組 

・同社が所有する緑地の活用。 

・島忠ほか大規模集客施設の敷地の一角における緑地の創出や、元々ある緑地の質の向上。 

○実施にあたっての課題や条件など 

（企業の取組） 

・同社はサービス業であるため、取組に人を出すのも難しい。 

・販売業を営む企業の方が、取組への協力が実業にも活かしやすいのではないか。 

・取組に市民を巻き込むことが重要である。 

 

（税制その他） 

・市街化区域内の樹林地は宅地並課税となっている。2015年 1月からは税制改正により相続

税も上がる。 

・相続税や固定資産税の減免、行政による緑地管理の代行など、地権者に対するインセンテ

ィブが必要である。 

・中心市街地活性化のメニューとして、廃校の緑化への補助金を加える。 
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２）早稲田大学（自然環境調査室） 

 

・日時：平成 27年 2月 27日 9：00～9：30 

・場所：早稲田大学所沢校舎 

・対応者：竹内大悟氏（教務部・自然環境調査室） 

 

○既存の取組等 

・大学構内の里山や谷戸で、小学生が学習したり、中学生が田植えをしたりといった活動を

実施している。 

・大学敷地外での活動は行っていないが、自然環境調査室の目標の一つとして、地域との連

携、大学敷地内での調査研究成果の地域への還元を挙げており、地域での活動は可能。 

○考えられる取組 

・対象とする森の広さによるが、専門知識を持った職員が、管理方法についてアドバイスを

する、ワークショップをするといった活動は協力できる可能性がある。 

○実施にあたっての課題や条件など 

・事業のコンセプトや意義を明確にしてもらえると協力しやすい。 

・大学が直接、小中学校とやりとりするのではなく、行政等が間に入ってもらうことが望ま

れる。 

・樹林の管理方法については、人や団体によって考え方が異なるので、団体間の軋轢が生じ

ないようにすることが望まれる。 

 

３）公益財団法人トトロのふるさと基金 

 

・日時：平成 27年 2月 27日 10：00～10：30 

・場所：公益財団法人トトロのふるさと基金事務所（クロスケの家） 

・対応者：荻野豊氏（事務局長・専務理事） 

 

○既存の取組等 

・現在、トラスト地に高校などが管理作業に訪れている。また、トラスト地の管理に地域の

方々に参加していただいている。 

・トラスト地は１か所が市街化区域にあるほかは、市街化調整区域にある。 

・トラスト地としての土地の取得は、西武新宿線の西側としている。 

○考えられる取組 

・トラストの原則的な考え方としては、「良好な自然環境を守る」ことなので、この条件に

合っていれば、市街化区域でも土地の取得は可能。「良好な自然環境」の観点として、生

態系ネットワーク上の重要性の観点も入るかもしれない。 

・現在の活動は、マンパワーの関係もあり、トラスト地が中心だが、トラスト地に限定して

いるわけではなく、トラスト地外での活動を考えてもよいと思っている。 
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４）おおたかの森トラスト 

 

・日時 平成 26年 11月 18日 15：30～16：30 

・場所：おおたかの森トラスト事務所 

・対応者：足立代表 

 

○想定される取組 

・止水や流水ではホタルやミヤコタナゴ、ウナギを指標にすると良い。 

・市の文化財保護課がミヤコタナゴの保護・増殖を行っている。現在、3,000 匹を飼育して

おり、一時的に市内全小学校に配り、水槽で飼育・展示している。 

・所沢市の全小学校で５年生が、ヒメダカを飼育している。これを在来種のクロメダカに転

換するよう働きかけている。それによって、水辺のビオトープが教室から地域へと広がる。 

・清進小学校と安松小学校は、継続的にビオトープの活用などを実施しており、地域の方の

協力体制もできている。 

・清進小学校では、緑のカーテンを、ゴーヤから、在来種のヤマノイモやガガイモなどに変

えることを検討している。進んだ取組といえる。 

・クズとそれを食草とするウラギンシジミ（チョウ）など、指標となる生きものとセットで

取り組むことが重要である。 

・所沢小学校は、まちなかの拠点であり、既にあるビオトープ（とことこ池）を改善すると

良いのではないか。 

・小手指小学校では、最近市で寄付を受けた近くの樹林で、生きものがすめる森づくりの活

動が考えられる。 

・林小学校の近くのひまわり幼稚園は自然体験に理解があるので、働きかけるとよいのでは

ないか。 

・プールのヤゴ救出作戦を、清進小学校、安松小学校で実施している。他の学校にも働きか

けている。 

・学校へのアドバイスなどは協力する。 
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（２）モデル学区の小学校へのヒアリング 

市街化区域の緑地の保全・創出への意向や課題を把握するために、モデル学区の小学校へヒ

アリングを行った。 

 

①ヒアリング項目・内容 

ヒアリングは、おおむね次の内容で行った。 

・ヒアリングの趣旨説明 

・既存の取組 

・自然の保全・創出活動についての意向 

・実施にあたっての課題や条件等 

 

②ヒアリング結果 

●北小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 17日 10：00～11：00 

・対応者：二平教頭 

 

○既存の取組等 

・中央公園に春を見つけに行こう（1 年生） 

・航空公園で落ち葉さがし（２年生） 

・学校ファームでの野菜づくり（各学年、５年生は米づくり）。収穫した野菜は調理する。

一部は給食でも使用。手入れについては庁務手（校務員）が担当。 

・自然に関連する施設としては、野草園や藤棚、水路がある。 

・緑のカーテンを実施している。 

・地域住民との協働は今はなし。 

・校庭の一部にはササ等も残されている。 

 

○自然の保全・創出活動についての意向 

・公園等に植栽する在来種の苗木の育成についてはできる可能性がある。 

 

○実施にあたっての課題や条件など 

・メニューが多くなると渉外が多くなるので、仮に取組を行うとしても事業を絞ったほうが

良い。 

・他校も同様と考えられるが、総合的な学習の時間のカリキュラムは、既に決まっており、

そこに新たな内容を入れるには調整が必要。 

・総合的な学習の時間は１時間だけでなく、２時間続けてもできる。 

・校外での活動にあたっては、安全管理のために１クラスの引率者が複数必要なので、準備

や調整が必要。 
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○その他 

・所沢市では来年度、小学校を２学期制から３学期制への変更を予定しており、他のことは

できないと思われる。仮に具体的な取組を進めるのであれば、28年度以降にしてもらった

ほうがよい。 

・周辺にＵＲ都市再生機構の団地が多いので、そちらからもヒアリングすると良いのでは。 

・隣接する緑道からワルナスビが侵入してきて、駆除に苦慮している。市の公園が駆除に取

り組んでくれると助かる。 

・自然や植栽についてレクチャーしてくれる方がいると取組やすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    水路と水車（水は循環・夜間は停止）               藤棚 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         学校ファーム                    野草園 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      校庭の南側に生育するササ                  池 
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●小手指小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 18日 13：30～14：30 

・対応者：喜多川校長 

 

○既存の取組等 

・学区のほぼ中心に学校があり、子どもたちが放課後などにも来やすい点が特徴。 

・大イチョウは学校のシンボルとして、地域の方の思い入れが深い。 

・学校の周辺は自然が豊かで、ウグイス、メジロ、カッコウなどの声が聴かれる。今年はタ

マムシが多く見られた。学校近くの川ではカワセミが生息している。校内には大きな木や

池がある。 

・１年生の生活科の授業で、地域の公園めぐりがあり、その際、市に寄付した斜面林のもと

の所有者と話す機会があり、管理をきちんとしてくれるといいという話をしていた。 

・子どもたちは、屋敷林に入れてもらい、虫取りなどをしている。 

・校外での活動として、４年生が荒幡富士の生きものふれあいの里センターに行って、自然

の中で遊んだり自然観察したりしている。 

・「埼玉・教育ふれあい賞」を受賞したことがある。 

・かつてあった学習田んぼの再生を試みたが、循環施設の故障などがあり水が抜けてしまっ

た。田んぼが再生できれば、ビオトープになると考えられる。 

・おやじの会のメンバーが樹木の伐採・剪定の一部を実施している。 

・校外に学校農園がある。農地を借り、管理は地元の方がボランティアでおこなってくれて

いる。 

 

○自然の保全・創出活動についての意向 

・子どもが自然と関わる取組を行いたいという気持ちはあるが、予算と人手の両方が不足し

ており、新たな取組は難しい状況。 

 

○実施にあたっての課題や条件など 

・田んぼの再生は県の予算で取り組んだが、それも今年で終わってしまう。 

・学校の取組として組み入れる場合には、児童がただ手伝うだけでなく、学習の目標のため

にどのように位置づけるかをきちんと考えることが重要であり十分な準備が必要。 

・中学校が近いので、小中連携も考えられる。 

・自然保護団体の方は、思い入れが強く、学校の希望との調整が難しいと感じる場合がある。 

・ボランティアを受け入れるための窓口がないので、受け入れる手続きをする人員がいない。 

・取組に実働的に関わる教職員がいないと難しい。 

 

○その他 

・最近は親が自然について知らないと感じる（タマムシを知らないなど）。 
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         大いちょう                  池（コイなどを飼育） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        校内の風景                近くを流れる東川（カワセミが生息） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                市が寄付を受けた林（校外：学校の南） 
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●山口小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 17日 13：30～14：30 

・対応者：西田教頭 

 

○既存の取組等 

・学校敷地に樹林があり、池なども整備されていたが、現在は放置されている。 

・水草の生育する池がある。 

・周りに緑が多いため、多くの鳥が見られる。 

・昔設置した巣箱がある 

・10 種類以上の野菜が栽培されており、芋ほりやイモのツルを図工に使うなどしている。 

・公園でのドングリ拾い。 

・柳瀬川の上流を守る会の指導を受けて、４年生が総合的な学習の時間にホタルの幼虫の飼

育を行っている。 

・月一回、職員が参加して川の中を歩く活動（清掃）などを実施している。 

 

○自然の保全・創出活動についての意向 

・現在は放置されている学校ビオトープについては手がつかない状況。 

・ツル植物の植栽・育成はできる可能性がある。 

・公園等に植栽する在来種の苗木の育成についてはできる可能性がある。 

・ビオトープは蚊が発生するなど、住民からの意見もある。 

・柳瀬川での活動などについては、子ども達に川に行く癖を付けないために難しい。 

 

○実施にあたっての課題や条件など 

・アドバイスをくれるＮＰＯなどが入れば、取組やすくなる。 
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         校舎前の斜面                   水草のある池 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       校舎前の学校ファーム             校庭の学校ファーム（プール跡） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     敷地北側のビオトープ（校内）            ビオトープの中の様子 
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●北秋津小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 15日 15：00～16：00 

・対応者：関根教頭 

 

○既存の取組等 

（隣接する林の活用） 

・学校の西側に隣接する森は「ターザンの森」と呼んでおり、地権者の理解を得て１・２・

３年が活用させてもらっている。 

・「木育のグループ」が地権者と相談をして、学校の森での活動をサポートしている。 

 

（校外活動） 

・３年生が「まちを探検する活動」を行っている。その他、休耕している畑で虫とりなどを

している。 

 

（川） 

・４年生以上の総合的学習の時間に「柳瀬川」をテーマにする時がある。 

 

（その他） 

・全学年が学校ファームで作物を栽培しており、近隣の方が手伝いをしてくれている。 

・「きく会」の指導で、菊の栽培をしている。 

・５年生が、バケツで稲の栽培をしている。 

・プールのヤゴは６年生が持ち帰っている。 

 

○自然の保全・創出活動についての意向 

・学校が、地権者の土地に関わる問題（学校林の指定など）について意見を言うことは難し

い。 

 

○実施にあたっての課題や条件など 

・校外での活動は移動距離が長いと難しい。理想は、隣接している場所。 

・巣箱の設置は、鳥インフルエンザの問題があるので難しい。 
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      学校の西に隣接する森（全景）           学校の西に隣接する森 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      学校の西に隣接する森               学校の南側の孤立している林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               校庭の一段高い場所にある学校ファーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       斜面にある学校内の林              小さなコンクリートの池  
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●林小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 21日 10：30～12：20 

・対応者：黒田校長 新田見教頭 

 

○既存の取組等 

・「緑のサポーター」に校庭の除草や花の管理をやっていただいているが、高齢化が進んで

いる。 

・県のみどり自然課の予算で、花壇などの整備を行った。 

・学校ファームで、サツマイモの栽培などを行っている。 

・環境整備の日などにＰＴＡ会長（造園業）に樹木の剪定を行っていただいている。 

・校外活動として、３年生が茶摘み体験を行っている。 

 

○自然の保全・創出活動についての意向 

・校外での活動はそれほど難しくはない。 

・隣接する樹林を学校林として活用できればいいと思う。位置づけがきちんとできれば取組

自体は可能だと思われる。ただし、教員の負担を少なくすることが必要であり、そのため

の計画、見通しが不可欠。 

・学校林の取組は高齢化が進んでいるボランティアの若返りなども期待できる。 

・自然草地の創出等については、校内に余地がない。 

 

○実施にあたっての課題や条件など 

・学校林の設置にあたっては、教職員の負担を少なくすることが重要。 

 

○その他 

・以前、三芳町の唐沢小学校にいたときに、隣接する治安の悪い林を校長が主体になって整

備して良い場所にしたことを体験している。本校に赴任した時に、隣接する林を整備でき

ないかと思い、土地所有者などを調べたことがある。また、児童が森にごみを捨てている

のを見ていけないと感じた。（校長）。 

・マップは面白い。校内に掲示したい（校長）。 
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        隣接樹林全景                   隣接地の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           隣接樹林内の様子（スギ・ヒノキ林や落葉広葉樹林がある） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     学校ファーム 
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（３）モデル学区における取組の実証的な検討 

本項では、モデル学区における緑地保全の具体的な取組を検討する。５つのモデル学区のう

ち、近接地に担保されていない緑地があり、緑地保全の検討に適した学区としては、「北秋津

小学校区」および「林小学校区」が挙げられる、そこで、この２学区において取組の実施方法

などを検討する。なお、残りの３学区については、次章で、校内のビオトープの創出や、担保

されている樹林の管理について検討を行う。 

 

検討にあたっては、実現可能性を高めるために、平成 24年より施行している「ふるさと所

沢のみどりを守り育てる条例」で新設された制度や、平成 25年からの施行を予定している保

存樹木および保存樹林の新たな支援事業制度の活用に留意する。 

 

■所沢市の新たな制度 

・樹林の寄付要綱の改定 

・みどりのパートナー制度の新設 

・保護樹木・保護地区の名称・指定要件の変更と、支援を奨励金の交付から管理経費の

一部助成への変更 

・保存樹林・保存樹木・ふるさとの樹への賠償責任保険（樹木保険）の付与 等 
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１）北秋津小学校区 

学校に近接する樹林の学校林としての保全・管理・活用 

① 樹林の概要 

 

立地場所：市街化区域 

面積：約 1,000㎡ 

指定等：保護地区 

樹林の状況：高木は、比較的若い樹木が

多く、林内には常緑樹やササ類が繁茂し

ている。 

 

 

 

 

 

  

① 

② ③ 

① 
② 

③ 
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②実施に向けた手順 

 

○手順１ 北秋津小学校への意向確認 

・説明資料の作成（学校にとってのメリット、想定される主な活動内容、事例等） 

・市教育委員会への相談 

・学校長や担当教員への説明（必要に応じて複数回） 

・学校からの承諾 

 

 

○手順２ 樹林の地権者への意向確認 

・説明資料の作成（地権者にとってのメリットを記載） 

※地権者にとってのメリット 

・管理経費の一部助成、みどりのパートナーによる管理、賠償責任保険（樹木保険）の付与 

・学校が関わることによる樹林保全への周辺住民の理解向上、市が関わることによる安心感 等 

・地権者の確認 

・地権者への説明（必要に応じて複数回） 

・地権者からの承諾・保存樹林への指定 

 

 

○手順３ 「みどりのパートナー」の検討 

・説明資料の作成（みどりのパートナーの位置づけ、役割など） 

・学校からの聞き取りによる「みどりのパートナー」候補団体の選定 

・「みどりのパートナー」候補団体（自治会、NPO）への打診 

・「みどりのパートナー」についての学校・地権者からの承諾 

・「みどりのパートナー」の決定 

 

 

○手順４ 周辺住民への周知 

・説明資料の町内会への配布、質問等への対応 

・樹林に隣接する住戸への説明 

 

 

○手順５ 森の保全・活用計画の作成 

・森の管理、活用についての保全管理計画の作成 

・学校・地権者・緑のパートナーへの説明 

 

 

○手順６ 学校林としての活用 

・看板の設置 

・学校・緑のパートナー・市が定期的に意見交換する機会の設置  
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③ 想定される活動 

 

■北秋津小学校 

・学習の場として活用（森の生きもの探し、自然スケッチ、自然から得た材料による工作、

外来種と在来種の違いの学習など） 

・樹名板の作成や設置 

・どんぐり拾い、虫探しなどの森での遊び 

・みどりのパートナーの指導を受けながらの、下刈り、除伐などの森の管理の手伝い 

・樹林と樹林の周囲の清掃 

・シイタケ栽培 

・カブトムシの寝床づくり 

・ニュースレターの作成  

 

■みどりのパートナー 

・樹林と樹林の周囲の清掃 

・下刈り、除伐、枝の伐採などの森の管理 

・子どもたちの作業の指導 

・子どもたちが自然と触れ合う活動の補助（どんぐり拾い、虫探し、自然から得た材料に

よる工作 等） 

・動植物の調査 

・看板の作成や定期的な差し替え  
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２）林小学校区 

学校に隣接する樹林の学校林としての保全・管理・活用 

① 現状 

 

立地場所：市街化調整区域 

面積：約 2,500㎡ 

指定等：なし 

自然の状況：エノキ、ケヤキ、コナラな

どの様々な樹木が生育している。林内に

は常緑樹が見られるが、一部には低木の

ない場所も分布する。また道沿いの一部

はやぶも見られる。 

 

 

 

  

① 

② ③ 

① 

② 
③ 
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② 実施に向けた手順（案） 

 

○手順１ 林小学校への意向確認 

・説明資料の作成（学校にとってのメリット、想定される主な活動内容、事例等） 

・市教育委員会への相談 

・学校長や担当教員への説明（必要に応じて複数回） 

・学校からの承諾 

 

 

○手順２ 樹林の地権者への意向確認 

・説明資料の作成（地権者にとってのメリットを説明） 

※地権者にとってのメリット 

・管理経費の一部助成、みどりのパートナーによる管理、賠償責任保険（樹木保険）の付与 

・学校が関わることによる樹林管理への周辺住民の理解向上、市が関わることによる安心感 等 

・地権者の確認 

・地権者への説明（必要に応じて複数回） 

・地権者からの承諾・保存樹林への指定 

 

 

○手順３ 「みどりのパートナー」等の検討 

・説明資料の作成（みどりのパートナーの位置づけ、役割など） 

・学校からの聞き取りによる「みどりのパートナー」候補団体の選定 

・「みどりのパートナー」候補団体（自治会、ＮＰＯ）への打診 

・「みどりのパートナー」についての学校・地権者からの承諾 

・「みどりのパートナー」の決定 

 

 

○手順４ 早稲田大学への協力依頼 

・説明資料の作成（協力をお願いしたい点など） 

・早稲田大学への協力の打診 

・早稲田大学からの承諾 

 

 

○手順５ 周辺住民への周知 

・説明資料の町内会への配布、質問等への対応 

・森に隣接する住戸への説明 
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○手順６ 樹林の管理・活用計画の作成 

・樹林の管理、活用について定めた計画の作成 

・学校・地権者・緑のパートナーへの説明 

 

 

○手順７ 学校林としての活用 

・看板の設置 

・学校・緑のパートナー・大学・市が定期的に意見交換する機会の設置 

 

 

③ 想定される活動 

 

■林小学校 

・学習の場として活用（森の生きもの探し、自然スケッチ、自然から得た材料による工作、

外来種と在来種の違いの学習など） 

・樹名板の作成や設置 

・どんぐり拾い、虫探しなどの森での遊び 

・みどりのパートナーの指導を受けながらの、下刈り、除伐などの森の管理の手伝い 

・樹林と樹林の周囲の清掃 

・シイタケ栽培 

・カブトムシの寝床づくり 

・ニュースレターの作成 など 

 

■みどりのパートナー 

・樹林と樹林の周囲の清掃 

・下刈り、除伐、枝の伐採などの森の管理 

・子どもたちの作業の指導 

・子どもたちが自然と触れ合う活動の補助（どんぐり拾い、虫探し、自然から得た材料に

よる工作 等） 

・動植物の調査 

・看板の作成や定期的な差し替え 

 
■早稲田大学 

・子どもたちへの自然のレクチャー 

・管理・活用へのアドバイス 
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４.学校と地域コミュニティの協働による学校における 

             ビオトープ等創出の推進に向けた実証調査 
 

4-1.学校における緑地の保全・創出の取組や意向把握 

検討における参考とするために、既に学校ビオトープの整備活用や学校林の設置に取り組ん

でいる小学校から、既存の緑地の保全・創出の取組や今後の意向についてヒアリングを行った。

また、検討の参考とするために、全国における地域協働による学校ビオトープの整備等の優れ

た事例を整理した。 

 

（１）学校ビオトープや学校林・学習林が設置されている学校へのヒアリング 

１）ヒアリング対象 

既に学校ビオトープや学校林・学習林が設置されている以下の７校を対象にヒアリングを行

った 

 

・所沢小学校（学校ビオトープ） 

・清進小学校（学校ビオトープ） 

・若松小学校（学校林） 

・若狭小学校（学習林） 

・泉小学校（学校ビオトープ） 

・安松小学校（学校ビオトープ・学校林） 

・並木小学校（学習林） 

 

 

２）ヒアリング項目・内容 

ヒアリングは、おおむね次の内容で行った。 

 

○ヒアリングの趣旨説明 

○既存の取組と課題 

○実施における課題 等 
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３）ヒアリング結果 

●所沢小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 18日 10：30～11：30 

・対応者：江田校長、石坂教頭、依田教頭 

 

○既存の取組等 

（学校ビオトープ） 

・学校の後援会が中心になって、平成 15年にビオトープ（とことこ池）が創出された。 

・狭山丘陵で行った校外学習のふりかえりとして、学校ビオトープを活用したことがある。 

・埼玉県立川の博物館の方が来校された際に、ビオトープにはガマやヨシが生育するなど、

水辺の自然の要素が入っていると評価を受けて、価値を再認識した。 

・以前、地域に生息する魚を池に入れていたが、コイを放したらいなくなってしまった。 

（校外学習） 

・トトロの森や荒幡富士市民の森に出掛けることがある。 

・安全面やトイレ利用を考えると、所沢航空記念公園を利用することが多い。 

 

○課題など 

・学校ビオトープをどう活用したらよいかわからない。 

・ビオトープに対する保護者の理解や関心が少ないため、管理に関わってもらえていない。 

・教員も数年で替わるなか、ビオトープを年々引き継いでいくことは容易でない。 

・学校の方針に理解があり、ビオトープの管理や活用に対してアドバイスをくれる方がいる

と助かる。 

・ビオトープのろ過装置の交換時期が来ているが、費用面で交換の目途が立っていない。補

助金があれば情報提供してほしい。 

 

○その他 

・地域で建てた学校なので、何か取組を行う場合には、地域に了解を得る必要がある。 

・正門の正面奥にある噴水園（池）には、カワセミなどの野鳥が来ている。噴水園脇の木に

は、アライグマの爪痕も残されている。 

・プールで使用するタオルに、プール脇に生えているドクダミのにおいがついたと保護者か

ら苦情があった。 

・体育館裏の放置していた草地でチャドクガが発生した。 

・来月 12月に、「川でつながる発表会（新河岸川流域内の学生が、川、水、環境について日

頃の活動成果を発表し、さまざまな世代が川について交流する場）」が所沢小学校で開催

予定。 

・文化幼稚園の経営者が、自然への理解が深いので、相談してみるとよいのではないか。 
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        ビオトープ全景               ビオトープの生きもの解説版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          水の吐出口                 ビオトープの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        正門正面の植栽                 正門正面奥の噴水園 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       校内の樹木名紹介板                  校庭脇の植栽  
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●清進小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 19日 9：00～10：00 

・対応者：小島校長、若槻教頭 

 

○既存の取組等 

（学校ビオトープ） 

・平成８年に、武蔵野の雑木林や草はら等の再現を目指したビオトープが開園した。 

・池にはアカガエルのおたまじゃくしがいる。 

・ビオトープの水は、雨水タンク（雨水くん）と水道を併用している。 

・学校で毎年公募し、自然保護団体のメンバー（足立さん）の他、在校生の保護者を中心に

ビオトープのサポートパートナーに登録していただいている。 

・現在 10名程度のサポートパートナーがいて、教職員とともに、毎月の管理を行っている。 

・昨年度までは、学習にうまく組み込めていなかったが、今年度から４年生の担当教員が積

極的に活用するようになり、児童による学習林の手入れや自然観察、総合学習での利用等

が行われている。 

 

（むさしの園） 

・コンクリートで囲われた花壇の土を掘り返し、落ち葉を入れて畑として利用している。 

 

（その他） 

・廊下の水槽で、ミヤコタナゴの他、ナマズ、ドジョウ、クロメダカなど、地域に生息する

魚を飼育・展示している。 

・単発的に学区内探険を行うことがある。 

 

○課題など 

（学校ビオトープ） 

・ビオトープを管理するためのノウハウを持つ方のサポートがあると助かる。 

・樹木が大きくなり、風で木が倒れる心配がある。 

・木陰になる教室は寒い。 

 

（校外学習） 

・校外で自然の管理に関わるとなると、定期的に行う必要が出てくる。安全管理面での危険

度も上がる。 
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      学校ビオトープの全景                ビオトープ内の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ビオトープ内の池             枝や草を積んだ虫の生息場所づくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     花壇に落ち葉を入れた畑利用            地域に生息する魚の飼育展示 
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●若松小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 18日 9：00～10：00 

・対応者：古屋校長、庄司教頭 

 

○既存の取組等 

（学習林） 

・地権者の厚意により、土地を借りている。 

・現況維持を基本とした利用に留めることになっている。 

・愛校会（地域住民や保護者による学校支援組織）の協力で「この木なんの木？」の札が設

置された。 

・ＰＴＡや愛校会、みどりの会（松井地区の環境維持を目的とした組織）が下草刈り、除伐

等を実施している。 

・学校地域連絡協議会にも学習林に関わってもらっている。 

・生活科でどんぐり拾い、理科で地元の方と一緒にしいたけの駒打ちなどを行っている。 

・放課後支援事業で、児童がカブトムシの幼虫を捕まえて育てている。 

 

○課題など 

（学習林） 

・樹木がだいぶ大きくなり、台風や大雪で倒れた。学校側に倒れるおそれもあり、地権者に

相談したところ、道路に面した部分は伐採してくれた。民家に面した部分についても、自

費で伐採予定。 

・市を通じた貸借契約がないので、市のお金を活用できない。 

・地元の支援に頼らざるを得ないが、高齢な方が多く、次の世代につないでいくことが課題

である。 

・学習林を活用した学習指導や、学習林の維持活動は容易でない。 

・都市部の緑地を守るにしても、地権者が置かれた状況を理解しながら進めてもらいたい。 

 

（学校敷地内の樹木） 

・以前は、市が定期的に樹木の管理を行っていたが、今は管理されなくなり、放置せざるを

得ない状況である。 

・みどりの会等のボランティアが、一部の管理を行ってくれている。 
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●若狭小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 18日 15：00～16：00 

・対応者： 塚田校長 吉田教頭 

 

○既存の取組等 

（学習林） 

・学習林は平成４年に寄付を受けた。 

・各学年が活用しており、落ち葉ひろい、季節探し、虫さがし、カブトムシの幼虫の生息場

所づくり、シイタケ栽培などが行われている。 

・６年生は、ボランティアで草取りを行っている。 

・地域の学校応援団（約 20 人）の方が、焼き芋、シイタケ栽培などの手伝いをしていただ

いている。 

・下刈りや落ち葉掃きなどの林の管理は庁務手（校務員）が主に行っている。ＰＴＡの関わ

りは今のところはない。 

・学習林の一部に体験農園があり、学年ごとに野菜の栽培を行っている。 

 

○課題など 

・学習林は維持管理が課題。雑草や落ち葉の管理のほか、スズメバチの巣の撤去などについ

て近隣住民から要望があった。また、樹木が大きく剪定等も難しい。 

・管理の予算がつかない。 

・子供たちに自然体験をさせたいという気持ちは個人的にはあるが、学校は「安全・安心」

「学力向上」が第一であるので、自然の保全や体験の優先順序は低くなる。児童だけで学

習林に行かせないようにもしている。 

・ＮＰＯなどのサポートがあるとよいかもしれない。 

・自治会から、補助金等がつけば伐採を行ってもよいという提案はある。 

・校外の「市民の森」へも校外学習などで行っている。 
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         学習林                      シイタケ栽培 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    カブトムシの幼虫の生育場所             学習林の隣にある学校ファーム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            学習林の隣にある草地のビオトープ（かつての岩石園） 
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●泉小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 21日 13：30～14：30 

・対応者： 萩原教頭 

 

○既存の取組等 

（ビオトープ） 

・ビオトープがあるが十分に活用できていないと感じる。 

・池には、雨水タンクから水を入れているが、水が茶色いので止めている状況。池の下をコ

ンクリートにしてはどうかと教育委員会の施設課に相談している。 

・環境ボランティア（20名程度）に管理をしていただいている。 

・ビオトープには自由に入ってはいけないことにしている。 

・魚を放したい。 

 

（校外活動） 

・１・２年生は、近くの荒幡富士に行って虫探しなどをしている。 

・３年生は、いきものふれあいの里センターに遠足に行っている。 

・他に、１・２・３年は荒幡富士などでスケッチなどを行っている。 

・川には行っていない。 

 

（ＮＰＯ等との協働） 

・総合的学習の時間で、盲導犬活動のＮＰＯに来ていただいている。 

 

（学校ファーム） 

・５年生が稲作り体験を行っている。ほかに、サツマイモの栽培などを行っている。 

・アサガオ栽培 

 

（アスレチック広場） 

・ビオトープではないが、樹木の生育している場所としてアスレチック広場がある。 

・子供があたらないように、低い枝の伐採を行っている。 

 

○課題など 

・ビオトープや校外の活動は学習の目的に入れることが大切。 

・ビオトープは活用方法が課題。 

・学校に緑が増えることはいいとは思うが、管理が問題。 
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     ビオトープ全景（水が抜かれている）     ボランティアにより管理がされているササ原 
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    ビオトープの一部にある学校ファーム           アスレチック広場の全景 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          アスレチック広場はコナラや低木が生育している  
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●安松小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 21日 9：00～9：50 

・対応者： たい間校長 照井教頭 

 

○既存の取組等 

（水辺のビオトープ） 

・水辺のビオトープは平成 20 年６月にできた。作るときには、ロータリーの助成金などを

活用した。 

・雨水タンクで水を供給しているが水がないときがある。 

・管理は月に１回ビオトープボランティアと教職員が行っている。 

・管理には自然保護団体のメンバー（足立さん）が協力してくれている。 

 

（森のビオトープ） 

・森のビオトープは平成 21年からある。 

・地主から土地を市が借りており５年ごとに契約を更新している。地主には毎年１回、校長

と保護者の代表であいさつに伺っている。地主は都内に居住されている。 

・ビオトープ活動を第一金曜日に行っており、１～６年生が順番に参加している。 

・管理は、ササの生育が早いので、ササ刈りが中心。刈ったササは昆虫の住処にしている。 

・近隣に迷惑が関らないよう住宅地沿いは樹木を伐採している。 

・昆虫は持ち帰らないようにしている。 

 

（校外学習） 

・校外活動は、1 年生が遠足で公園に行ったり、５・６年生が安松神社で写生会を行ったり

している。 

・柳瀬川は比較的近いが、川には行かせていない。 

 

○成果 

・環境教育推進の場（総合的な学習の場・生活科・理科） 

・情操教育の場・憩いの場 

・保護者や地域の方々とコミュニケーションを図れる場。 

 

○課題など 

・維持管理の継続（担当者の引き継ぎ） 

・付近からの苦情（藪への理解不足） 

・不快動物等の発生（蚊・ハチ・毛虫・かぶれる植物） 
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       水辺のビオトープ全景             水辺のビオトープの中の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        森のビオトープ全景              住宅地との境界は木を伐採 
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●並木小学校 

 

・日時：平成 26年 11月 19日 9：00～10：00 

・対応者：猪口教頭 

 

○既存の取組等 

（学習林） 

・学習林（むさしのの林）は、米軍基地が返還された約 35年前に植えられたものである。 

・林内の樹木には、いくつか樹名板を設置している。 

・教職員が巣箱を作り、設置したことがある。 

・図工では、枝や葉など自然素材を使った作品展、写生などで活用している。 

・生活科や理科など他の関連する単元でも、自然観察等で活用している。 

・児童は学習林の生きものが大好きで、数年前にはタヌキの糞が見られた。 

・５月の週末に、保護者が学習林での宿泊キャンプを企画し、３年生以上の 100 名程度が自

由参加している。 

・学校に面したけやき並木の落ち葉は、掃いて学習林に持ち込んでいる。 

・隣接する保育園の園児も学習林を利用している。 

（校外学習） 

・所沢航空記念公園でオリエンテーリングやマラソンを行っている。また、同公園内で学校

の区画をもらって花を植えている。 

（その他） 

・ゴーヤやアサガオによるグリーンカーテンに取り組んでいる。 

 

○課題など 

・樹木が大きくなり、落枝や腐食、倒木のおそれが出てきた。学習林に入るときは大人が付

き添うことにしている。 

・樹木が大きくなりすぎる前に手入れして、管理しやすいサイズで維持できれば、もっと学

習林を活用しやすくなる。 

・予算がないので、学習林の管理を業者に頼むことができない。 

・折れた枝を落としたり、一部伐採したりする危険防止程度の管理は、教職員が行っている。 

・基地返還後に人が住み始めた地区なので、地域のつながりが薄い。地元自治会から学校後

援会に入ってもらい、少しずつ関わりを持ってもらおうとしている。 
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          林内の様子               伐採枝や持ち込まれた落ち葉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      粗放管理となっている草地           学校の一角にあるコンクリートの池 
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４）ヒアリング結果のまとめ 

ヒアリング結果を、課題と協働の状況に分けて整理した。 

 

① 課題 

 

●学校ビオトープ 

・活用方法がわからない。 

・保護者の理解や関心が低く、関わっていただけない。 

・担当の教員が変わると引き継いでいくことが難しい。 

・ビオトープを管理するノウハウをもつ方のサポートがあると助かる。 

・施設の維持費など、費用面のサポートがあると助かる。 

・樹木が大きくなり、倒木や枝の落下などの危険防止が必要。 

・樹木が大きくなり、教室に日が入りにくくなる。 

・ビオトープや校外での活動を学習の目的に明確に位置付けることが必要。 

・雨水タンクで水を供給しているが不足する場合がある。 

・周辺住民に必要性を理解していただくことが必要。 

・不快動物（蚊・ハチ・毛虫・かぶれる植物等）への対応が必要。 

 

●学習林 

・台風や大雪などによる倒木への対応 

・管理を支援してくれている方の高齢化が進み、次の世代につないでいくことが必要 

・地権者の善意による借地であるため永続性がない。 

・活用・管理が難しい。 

・近隣住民からの理解を得ることが必要。 

・不快動物（蚊・ハチ・毛虫・かぶれる植物等）への対応が必要。 
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② 地域との協働の状況 

地域との協働の状況について下表に整理した。 

 

表 4-1 地域との協働の状況 

所沢小学校 

（学校ビオトープ） 

・学校の後援会が中心になってビオトープを整備 

・現在のところ保護者などには管理に関わっていただけていない 

清進小学校 

（学校ビオトープ） 

・自然保護団体のメンバーと保護者からなる、ビオトープのサポートパ

ートナー（10 名程度）がおり、教職員とともに毎月管理を行っている。 

若松小学校 

（学校林） 

・地権者の好意で土地を借りている。 

・愛校会（地域住民や保護者による学校支援組織）やＰＴＡ、みどりの

会（地区の環境維持を目的とした組織）に、下草刈り、除伐等を実施

していただいている。 

若狭小学校 

（学習林） 

・地域の学校応援団（20 名程度）に、焼き芋・シイタケ栽培などの活用

の手伝いをしていただいている。 

・自治会から補助金等がつけば伐採の手伝いをしても良いという話を

いただいている。 

泉小学校 

（学校ビオトープ） 

・環境ボランティア（20 名程度）に管理をしていただいている。 

安松小学校 

（学校ビオトープ・学校林） 

・管理は月１回、ビオトープボランティアと教職員が行っている。 

・管理は自然保護団体のメンバーに協力していただいている。 

並木小学校 

（学習林） 

・保護者が学習林での宿泊キャンプを企画し、100 名程度が参加して

いる。 

・隣接する保育園も利用している。 

 

 

５）ヒアリングから得られた推進に向けての留意点 

 

・活動の継続や有効活用を図るためには、管理、活用までアドバイスや活動のできる専

門的知識を持った団体の参加を図ることが望まれる。 

 

・管理費の助成などの制度があることが望まれる。 

 

・樹木が大きくなると、安全面や費用面などで、管理の負担が増大していくため、早め

の樹木更新の検討なども必要。樹木の維持管理費の増大などを考慮すると、在来種を

用いた緑のカーテンづくりは、騒音防止や日射の遮蔽などの面からも今後取組を進め

ることが望まれる。 

 

・近隣住民への理解を得ることが重要。 
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（２）地域協働による学校ビオトープの整備等の優れた事例 

１）地域協働の取組 

公益財団法人日本生態系協会では、1999年から「全国学校ビオトープコンクール」を実施し

ている。学校ビオトープの整備・管理・活用においては、地域住民や保護者との協働は大きな

テーマであることから、コンクールへの応募校の多くで地域協働は実施されている。 

この中から、特徴のある優れた取組を実施している学校を５つ選定し、その取組について整

理した。 

 

■事例１ 東海市立船島小学校（愛知県） 

・70 名の地域ボランティアから組織される協力団体（ふなびお会）が、毎月、学校ビオ

トープの維持管理や調査を実施 

・地域のＮＰＯとともに、学校ビオトープと河川の自然がネットワークされるように、

隣接する河川の整備計画に提案 

 

■事例２ 大阪市立明治小学校（大阪府） 

・小学校の児童が、隣接する公園につくられたビオトープで活動 

・「阿波座南公園ビオトープクラブ」（地域の連合振興町会の一部門）を中心に、市の公

園事務所、地域の子ども会、福祉系ＮＰＯ、自然や環境教育の専門家が連携協働して

小学校のビオトープ活動を支援 

・児童は専門家と連携しながらビオトープの変化をモニタリング 

・地域の方の関心を高めるために「ビオトープフェスタ」を開催 

 

■事例３ 廿日市立宮園小学校（広島県） 

・ＰＴＡや地域コミュニティが一緒に「ふるさと宮園ビオトープの会」をつくり、活動 

・せせらぎ川の水源を確保するために、農家の協力を得て農業用水を使用。 

・地域では、宮園小のビオトープに関わることを街づくりの一環と認識。 

 

■事例４ 船橋芝山高等学校（千葉県） 

・校内のビオトープで「ホタルの夕べ」を開催し、地域住民や近接する老人ホームの方

を招待 

・外出が難しい老人ホームの入所者にも楽しんでいいただくために、ヘイケボタルの水

槽を持参 

・近隣の小学校のビオトープ支援など、地域への取組の拡大 

 

■事例５ 福岡工業大学（福岡県） 

・ビオトープの自然観察会の告知ポスターを作成し、大学・最寄駅・地域に掲示して呼

びかけ（23 回の開催でのべ 518人が参加） 

・近隣のビオトープに関する活動を行っている団体に声をかけ「ビオトープ・ネットワ

ーク交流会」を設置  
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２）事例から得られた参考となる点 

 

 

・小学校では、いずれも保護者、地域のＮＰＯや町内会、専門家が、取組を支えており、

学校ビオトープの保全、維持管理、活用では、地域の方々の協力が重要と考えられる。 

 

・大阪市立明治小学校は、隣接する都市公園で活動しており、校外で活動することは、

周辺住民との協働が推進しやすいという利点がある。 

 

・ビオトープを通じて近隣の老人ホームと交流している船橋芝山高等学校のように、周

辺の福祉施設などと協力することも効果的と考えられる。 

 

・廿日市立宮園小学校のように、学校ビオトープを、まちづくりの計画に位置付けるこ

とも地域住民との協働の面で効果的と考えられる。 

 

・福岡工業大学のように、ビオトープを持っている学校や関係団体による交流会などを

設置して、課題等の情報交換や相互の助けあいなどを進めることが効果的と考えられ

る。 

 

・近隣の公園や河川の整備・改修の際に、児童・生徒の参加、協働を図ることは、取組

の連携等にとって効果的と考えられる。 

 

・船橋芝山高等学校のように周辺の学校等に、生態系ネットワークの形成を目標として、

働きかけを行うことは、地域の生態系ネットワーク形成において効果的と考えられる。 
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■事例１ 東海市立船島小学校（愛知県） 
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■事例２ 大阪市立明治小学校（大阪府） 
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■事例３ 廿日市立宮園小学校（広島県） 
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■事例４ 船橋芝山高等学校（千葉県） 
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■事例５ 福岡工業大学（福岡県） 
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4-2.学校と地域コミュニティの協働によるビオトープの創出や緑地保全についての検討 

（１）モデル学区における検討 

１）北小学校区 

緑町中央公園における生きものが生息しやすい樹林の管理・活用 

① 公園の概要 

 

立地場所：市街化区域 

面積：約 22,000㎡ 

指定等：都市公園 

自然の状況：アカマツやコナラなどが多

く、大木も見られる。林床植物は、管理

や林内利用の頻度によって繁茂している

区域から、裸地まで多様。 

 

  

① 

② ③ 

① 

② 

③ 
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② 実施に向けた手順（案） 

 

○手順１ 北小学校への意向確認 

・説明資料の作成（学校にとってのメリット、想定される活動、事例等） 

・市教育委員会への相談 

・学校長や担当教員への説明（必要に応じて複数回） 

・学校からの承諾 

 

 

 

○手順２ 公園管理者との協議 

・公園内の使用についての確認 

・想定される作業や活動についての説明 

・公園管理者の対応範囲（事故が起きた場合の責任の所在等も含む）の確認 

・公園管理者からの承諾 

 

 

 

○手順３ 団体への協力の打診 

・説明資料の作成（事業概要、協力内容など） 

・団地自治会・ＵＲ都市機構・ＮＰＯ等への協力の打診 

・団地自治会・ＵＲ都市機構・ＮＰＯ等からの承諾 

 

 

 

○手順４ 協働による樹林管理・活用計画の策定 

・目標とする樹林の姿の検討 

・林床植生の再生方法の検討 

・樹木の更新方法の検討 

・北小学校・協力団体・公園管理者の協働による樹林管理・活用方法の検討 

      ↓ 

・学校・協力団体への説明 

 

 

 

○手順５ 協働による樹林管理と活用の実施 

・計画に基づく、協働による樹林管理の実施 

・学校・協力団体・市が定期的に意見交換する機会の設置 

 

  



158 
 

③ 想定される活動 

 

■北小学校 

・学習の場として活用（樹林の生きもの探し、自然スケッチ、自然から得た材料による工

作、外来種と在来種の違いの学習など） 

・樹名板の作成や設置 

・どんぐり拾い、虫探しなどの樹林での遊び 

・公園管理者や協力団体の指導を受けながらの、下刈り、除伐などの樹林の管理の手伝い 

・樹林と樹林の周囲の清掃 

・シイタケ栽培 

・カブトムシの寝床づくり 

・ニュースレターの作成 など 

・公園の樹木からとったどんぐりからの苗木の育成と、学校への植栽 

 

■協力団体（団地自治会、ＵＲ都市機構、ＮＰＯなど） 

・下草がない樹林への下草の再生 

・下刈り、除伐、枝の伐採などの樹林の管理の手伝い 

・子どもたちの作業の指導 

・子どもたちが自然と触れ合う活動の補助（どんぐり拾い、虫探し、自然から得た材料に

よる工作 等） 

・看板の作成や定期的な差し替え 
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２）小手指小学校区 

学校の南西 200ｍに位置する寄贈を受けた樹林の保全・管理・活用 

① 樹林の概要 

 

立地場所：市街化区域 

面積：約 1,700㎡ 

指定等：寄付による市の所有地 

樹林の状況：高木はスギ・ヒノキが主体

で、林床はほぼ裸地の状態。 

その他：「みどりのパートナー」の指定に

向けた調整が進行中。 

 

  

① 

② ③ 

① 
② 

③ 
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② 実施に向けた手順（案） 

 

○手順１ 小手指小学校への意向確認 

・説明資料の作成（学校にとってのメリット、想定される主な活動内容、事例等） 

・市教育委員会への相談 

・学校長や担当教員への説明（必要に応じて複数回） 

・学校からの承諾 

 

 

 

○手順２ 「みどりのパートナー」への説明 

・説明資料の作成（小手指小学校との協働による管理の推進、スギ林から広葉樹林への樹

種転換、活動のイメージ等） 

・「みどりのパートナー」への説明 

・「みどりのパートナー」からの承諾 

 

 

 

○手順３ 樹林の管理・活用計画の作成 

・目標とする樹林の姿の検討 

・スギ林から広葉樹林への樹種転換の方法の検討 

・小手指小学校との協働による樹林の管理、活用方法の検討 

      ↓ 

・学校・緑のパートナーへの説明 

 

 

 

○手順４ 早稲田大学への協力依頼 

・説明資料の作成（協力をお願いしたい点など） 

・早稲田大学への協力の打診 

・早稲田大学からの了解 

 

 

 

○手順５ 小手指小学校との協働による樹林の管理・活用の実施 

・計画に基づく樹林の管理・活用の実施 

・学校・緑のパートナー・大学・市が定期的に意見交換する機会の設置 
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③ 想定される活動 

 

■小手指小学校 

・近くの樹林から採取した種子からの苗木の育成と樹林への植栽 

・学習の場として活用（樹林の生きもの探し、自然スケッチ、自然から得た材料による工

作、外来種と在来種の違いの学習など） 

・樹名板の作成や設置 

・どんぐり拾い、虫探しなどの樹林での遊び 

・みどりのパートナーの指導を受けながらの下刈り、除伐などの樹林の管理の手伝い 

・シイタケ栽培 

・カブトムシの寝床づくり 

・ニュースレターの作成 など 

 

■みどりのパートナー 

・樹林と樹林の周囲の清掃 

・スギ林から広葉樹林への樹種転換 

・林床植生の再生 

・樹林を目標とする姿に近づけるための適度な下刈り、除伐等の管理 

・子どもたちの作業の指導 

・子どもたちが自然と触れ合う活動の補助（どんぐり拾い、虫探し、自然から得た材料に

よる工作 等） 

・看板の作成や定期的な差し替え 

 
■早稲田大学 

・子どもたちへの自然のレクチャー 

・管理・活用へのアドバイス 
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３）山口小学校区 

学校敷地内の森のビオトープ（学習林）の再生 

① ビオトープの概要 

 

立地場所：市街化区域 

面積：約 1,000㎡ 

指定等：学校敷地内 

樹林の状況：高木は、スギ・ヒノキが主

体で、スズカケノキなどの外来種も見ら

れる。林床はササ類が繁茂している。以

前は池もあった。 

  ① 

② ③ 

① 
② 

③ 
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② 実施に向けた手順（案） 

 

○手順１ 山口小学校への意向確認 

・説明資料の作成（周辺住民や大学の協力、活用への助力による学校の負担減等） 

・市教育委員会への相談 

・学校長や担当教員への説明（必要に応じて複数回） 

・学校からの承諾 

 

 

 

○手順２ 周辺自治会やまちづくり推進協議会への協力打診 

・説明資料の作成（協力をお願いしたい内容、事例など） 

・周辺自治会やまちづくり推進協議会への説明（必要に応じて複数回） 

・周辺自治会やまちづくり推進協議会からの承諾 

 

 

 

○手順３ 学校林の再生・活用計画の作成 

・目標とする学校林の姿の検討 

・学校林の再生方法や管理方法の検討 

・学校林の活用方法の検討 

・協力団体（周辺自治会やまちづくり推進協議会）との協働方法の検討 

・大学との協働方法の検討 

      ↓ 

・学校・協力団体への説明 

 

 

 

○手順４ 早稲田大学への協力依頼 

・説明資料の作成（協力をお願いしたい点など） 

・早稲田大学への協力の打診 

・早稲田大学からの承諾 

 

 

 

○手順５ 学校林の再生と活用 

・計画に基づく学校林の再生・活用の実施 

・学校・協力団体・大学・市が定期的に意見交換する機会の設置 
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③ 想定される活動 

 

■山口小学校 

・学習の場として活用（生きもの探し、自然スケッチ、自然から得た材料による工作、外

来種と在来種の違いの学習など） 

・樹名板の作成や設置 

・どんぐり拾い、虫探しなどの学校林での遊び 

・協力団体から指導を受けながらの下刈り、除伐などの学校林管理の手伝い 

・学校林と学校林の周囲の清掃 

・シイタケ栽培 

・カブトムシの寝床づくり 

・ニュースレターの作成 など 

 

■協力団体（周辺自治会やまちづくり推進協議会） 

・学校林と学校林の周囲の清掃 

・下刈り、除伐、枝の伐採などの学校林の管理 

・子どもたちの作業の指導 

・子どもたちが自然と触れ合う活動の補助（どんぐり拾い、虫探し、自然から得た材料に

よる工作 等） 

・看板の作成や定期的な差し替え 

 
■早稲田大学 

・子どもたちへの自然のレクチャー 

・管理・活用へのアドバイス 
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５.まとめ 
 

5-1.調査項目ごとの成果と課題 

調査項目ごとに調査検討によって得られた成果と課題について整理した。 

 

（１）生態系ネットワークの形成に向けた緑地環境診断調査 

１）緑地・緑化地の抽出 

ＧＩＳを用いて、大規模緑地・市街化区域内緑地・生産緑地・緑化地を抽出した。 

 

●成果 

ＧＩＳを用いて緑地・緑化地を抽出するには、できるだけ詳細な緑地分布データを用

いることが望ましい。入手しやすい緑地分布データとしては、環境省の自然環境保全基

礎調査の植生図データ（２万５千分の１）があるが、都市部の小規模な樹林までは網羅

されていない。本調査では、所沢市が緑の基本計画の策定時に作成した緑地分布データ

を活用したことから、最小規模 50㎡の樹林の抽出や、生産緑地等の抽出も比較的容易

に実施することができた。 

●課題 

他地域で実施する場合には、詳細な緑地データの有無が作業量に大きく関わってくる

ため、緑の基本計画の基礎調査などの際に、衛星画像を用いた緑地分布データの作成を

行うことが望まれる。 

 

 

２）生態系ネットワークの検討 

緑地・樹林・止水・流水・草地のネットワークごとに指標種を設定し、指標種の生態（生息

適地や移動可能距離等）についての知見に基づき検討を行った。 

 

●成果 

本調査では、緑地・樹林・止水・流水・草地のネットワークごとに２～３種の指標種

を設定し、ネットワークの強弱を図化した。これら移動距離などのデータは地域や土地

利用によっても変動し、また、本検討においては植生の種類などの詳細な条件も考慮し

ていないため、ネットワークのイメージを示したものとなっている。しかしながら、本

調査のように、生態系ネットワークの市民への普及啓発や、ビオトープ整備の概要検討

などに用いる際には、わかりやすさを持った本精度の図が有効であると考えられる。 

●課題 

今後は、指標種の分布を市民調査で記録したり、池や森を整備した結果、確認された

指標種を調査するなどして、マップを補完、改善していくことが望まれる。 
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３）生態系ネットワーク形成の観点からの緑地環境診断 

１）及び２）の検討結果をもとに、緑地・緑化地の生態系ネットワーク形成の観点からの緑

地環境診断を行った。 

 

●成果 

個々の緑地や緑化地について、生態系ネットワーク上の位置づけや、学校からの距離

などの活用のしやすさを示したことは、緑地や緑化地の価値を判断する新たな視点を与

えるものであり、今後、都市における緑地や緑化地の保全・管理を検討するうえで役立

つと考えられる。 

 

●課題 

今後、この検討結果の活用に向けては、項目ごとの数値を点数化して集計し、ランク

分けや、機能区分を行うことなどが考えられる。これによって、保全等の優先順位の検

討などにより活用しやすくなると考えられる。 

 

 

 

（２）市街化区域の生態系ネットワークの形成に資する緑地の保全・創出方策検討調査 

１）生態系ネットワークの形成に活用するマップの作成 

緑地・緑化地の抽出や生態系ネットワークの検討結果を用いて、生態系ネットワークの形成

に活用するマップを作成した。 

 

●成果 

学校や企業、住民などに、生態系ネットワークの形成に役立つ取組に関わっていただ

くためには、生態系ネットワークを目に見える形で示すことや、自らが関係する場所が、

生態系ネットワーク上どのような場所にあるかを知ることが重要と考えられる。この点

から、生態系ネットワークを目に見えるマップという形で提示したことは、協働による

事業実施に向けて意義が高いと考えられる。 

 

●課題 

マップの有効活用を図るために、マップの見方や活用の方法を示した手引書を作成し、

マップとともに配布することが望まれる。 
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２）マップの活用方策の検討 

樹林の保全管理や公園等でのビオトープ創出、校内のエコアップなど、取組の実施可能性等

を考慮して、モデル学区を選定し、マップを活用してモデルプランを作成した。 

 

●成果 

マップは、生態系ネットワークの状況を勘案しながら、緑地の保全や緑化地の生物生

息空間としての質の向上などの検討を行うために活用することができた。 

また、学区を検討の単位とすることで、学校と樹林、公園緑地等との位置関係を把握

しやすくなり、学校と地域住民、ＮＰＯ等との関係を考慮することが容易になった。こ

れにより、協働による生態系ネットワークの形成についての検討が行いやすくなった。 

さらに、緑の基本計画をはじめとする市域全体の計画では、即地的な検討が難しかっ

た都市内の小規模な樹林について検討することが可能となり、市街地における緑地の保

全・創出の検討に効果があると考えられた。 

 

●課題 

今回は、５つのモデル学区を選定してプランを策定したが、今後この成果をもとに、

市内すべての学区のプランを策定し、学校や地権者、地域住民に緑地の保全・創出の働

きかけを行うことが望まれる。 

 

 

３）協働による市街化区域内緑地の保全方策の検討 

作成したモデルプランを活用して、企業・ＮＰＯ・モデル学区の学校への緑地の保全への協

力についてのヒアリングを行った。その結果をふまえて、モデル学区における協働による緑地

保全方策について検討した。 

 

●成果 

ＮＰＯ等の団体や大学へのヒアリングからは、条件が整えば樹林の保全・活用や学校

ビオトープの活用などに協力していただける可能性が得られた。モデル学区の学校から

のヒアリングでは、モデルプランに示した学校林や、マップに興味を示していただける

校長もおり、「マップ作成」→「学区のモデルプラン作成」→「学校への提案」という

フローの効果についての可能性が示された。 

 

●課題 

今後、モデル学区で検討した緑地保全方策について、実施にむけた具体的な調整を行

い、その中で得られた知見を整理することが必要と考えられる。 
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（３）学校と地域コミュニティの協働による学校におけるビオトープ等の創出の推進に向けた実

証調査 

市街化区域の生態系ネットワークの拠点となる学校における地域協働によるビオトープの

創出や、学校参加による地域の緑地の保全・活用方策の検討を行った。 

 

１）学校の緑地の保全・創出の取組や意向把握 

既に学校ビオトープや、学校林で活動している学校へヒアリングを行い、活動の課題等につ

いて整理した。また、検討の参考とするために、全国における地域協働による学校ビオトープ

の整備等の優れた事例を整理した。 

 

●成果 

学校ビオトープや、学校林で活動している７校を対象にヒアリング行い、その結果、

管理、活用までアドバイスや活動のできる専門的知識を持った団体の参加を図ることや、

管理費の助成などの制度、早めの樹木更新や緑のカーテンなどの樹木更新が必要ない取

組の推進、近隣住民への理解を得ることの必要性等の課題が得られた。特に、ＮＰＯや

地域住民、保護者との協働は、学校ビオトープの創出管理等における重要な要素である

ことが再確認された。 

 

●課題 

ヒアリングの結果得られた知見を、今後の実現に向けた検討において反映することが

望まれる。 

 

 

２）学校と地域コミュニティの協働によるビオトープの創出や緑地保全についての検討 

ビオトープの整備や、学区内の公園や樹林での活動が想定されるモデル学区について、実施

方法を検討した。 

 

●成果 

具体的事業の検討・実施に向けて、関係主体へ働きかけを行う手順や内容が整理され

た。 

 

●課題 

本検討に基づき関係主体への働きかけを行い、その結果を他の学区への提案にフィー

ドバックすることが望まれる。 
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5-2.全体の成果と課題 

本調査の成果と今後の取組に向けての課題を整理した。 

 

（１）成果 

本調査の特徴である、「学校を拠点とし、学区を基本単位とした検討を行う」「生態系ネット

ワーク形成を協働により推進するためのツール（マップ）を作成し活用する」ことは、本調査

のテーマである「協働による都市における生態系ネットワークの形成」に効果的な方策である

可能性が得られた。 

特に、「学校を拠点とし、学区を基本単位とした検討を行う」点については、本調査実施中

に、受託者である国土交通省担当者から有効性について示唆を受けて実施したものであるが、

その結果、学校と樹林、公園緑地等との関係が認識しやすくなり、他にも、学校への働きかけ

の効果が高まるなどの複数の効果が得られた。 

また、本検討においては、所沢市で平成 24年より施行している「ふるさと所沢のみどりを

守り育てる条例」で新設された制度や、平成 25年からの施行を予定している保存樹木および

保存樹林の新たな支援事業制度の活用を考慮したが、これらの制度が、事業の具体化にむけて

の鍵になると考えられた。こうした知見が得られたことも本調査の成果といえる。 

 

■所沢市の新たな制度 

・樹林の寄付要綱の改定 

・みどりのパートナー制度の新設 

・保護樹木・保護地区の名称・指定要件の変更と、支援を奨励金の交付から管理経費の

一部助成への変更 

・保存樹林・保存樹木・ふるさとの樹への賠償責任保険（樹木保険）の付与 等 

 

 

 

（２）今後の取組に向けて 

本調査では、都市における生態系ネットワークの形成について検討を行ってきたが、その有

効性は生態系ネットワークの形成に資する緑地の保全・再生・活用が具体化されて初めて示さ

れるものである。 

具体化に向けては、学校や土地所有者をはじめとする関係主体との調整が必要であり、その

際には新たな課題が生じると考えられる。また、保全対象とする緑地を増やしていくことは、

市の事務作業の増加にもつながるため、推進体制（例えば、緑地保全管理に関わる主体をコー

ディネートするＮＰＯの創設等）についても検討が必要になる可能性がある。 

こうした点から、次年度以降は、本調査でモデルとして検討した取組などを具体的に進める

ことが求められる。 
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調査名 地域協働による都市における生態系ネットワーク形成促進実証調査 

団体名 所沢市自然共生連絡会 

背

景

・

目

的 

■地域の概要 

 所沢市は、埼玉県南西部に位置する面積 71.99 ㎢、人口約 34 万人の都市で、都心から 30km 圏

内の交通利便性から住宅地として発展してきた。市街化区域は市域の約 38％を占め、面積約 50ha

の所沢航空記念公園をはじめ、大小の身近な公園が計画的に整備されているが、住民一人当たり

の公園面積は、約 3.6 ㎡/人と全国や埼玉県の平均と比較して少ない状況である。一方、市街化調

整区域には狭山丘陵や武蔵野の平地林、三富新田などの農用林と農地が一体となった景観が広が

っている。樹林地や草地、水面、農地などからなる緑被地の市域に対する割合は約 45％で、その

うち約 87％が市街化調整区域に分布し、市街化区域には約 13％のみが分布している。 

■背景・目的 

 生態系ネットワークは「国土形成計画（全国計画）」をはじめとする国の計画でその必要性や重

要性が示されている他、地方自治体においても「緑の基本計画」等で形成が目標とされる等、生

物多様性の保全や人と自然が共生する地域づくりにおける主要施策となっている。一方、これら

の計画を実現している具体的な取組は限られており、特に自然環境の減少が著しい都市部におい

て生態系ネットワークを形成するための具体的な取組の推進が課題となっている。 

 本取り組みは、狭山丘陵等郊外部の大規模な緑地を後背に有する所沢市において、それらの緑

地を含めて、都市における生態系ネットワークの形成に資する具体的な取組を推進するために、

生態系ネットワーク形成の観点から緑地の診断を行い、その結果を活用して、企業や大学、ＮＰ

Ｏ、行政等地域の多様な主体の協働により市街化区域内の緑地の保全・創出を具体的に推進する

方策や、学校と地域コミュニティの協働により生態系ネットワークの新たな拠点として学校にお

けるビオトープ等の創出を具体的に推進する方策の検討を行うことを目的として実施する。 

調

査

内

容 

（１）生態系ネットワークの形成に向けた緑地環境診断調査 

 既存緑地の生態系ネットワークにおけるポテンシャルを、現地調査や資料調査等に基づき診断 

○緑地・緑化地の抽出（大規模緑地・市街化区域内緑地・生産緑地・緑化地） 
○生態系ネットワークの検討（緑地・樹林・止水・流水・草地の各ネットワーク） 
○生態系ネットワーク形成の観点からの緑地環境診断（図上検討・現地確認） 

（２）市街化区域の生態系ネットワークの形成に資する緑地の保全・創出方策検討調査 

 市街化区域において、企業・学校・NPO等の協働によって生態系ネットワークの形成を推進する

ための検討 

○生態系ネットワークの形成方針を示したマップの作成 
○マップの活用方法検証のためのモデルプランの検討（モデル学区を選定して検討） 
○協働による市街化区域内緑地の保全方策の検討（企業・NPO・学校への緑地の保全への協力に

ついてのヒアリング及びモデル学区における取組の実証的な検討）→企業１社、ＮＰＯ２団体、

大学１校、小学校５校へのヒアリングを実施 
（３）学校と地域コミュニティの協働による学校におけるビオトープ等の創出の推進に向けた実証

調査 

 市街化区域の生態系ネットワークの拠点となる学校における地域協働によるビオトープの創出

や、学校参加による地域の緑地の保全・活用方策の検討 

○学校の緑地の保全・創出の取組や意向把握（既に学校ビオトープの整備等に取り組んでいる学

校へのヒアリング）→小学校７校に対して、ヒアリングを実施 
○学校と地域コミュニティの協働によるビオトープの創出や緑地保全についての検討（モデル学

区での検討） 

調査概要 
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調

査

結

果 

（１）生態系ネットワークの形成に向けた緑地環境診断調査 

・GIS を用いて大規模緑地 19 か所、市街化区域内 463 か所、生産緑地 461 か所を、緑化地 82 か

所を抽出した。 
・緑地・樹林・止水・流水・草地の各ネットワークについて指標種を設定し、GIS を用いて指標

種の生態・行動に関する知見を基に拠点や連続性を検討した。 
・抽出した緑地・緑化地の生態系ネットワーク上の位置づけを整理した。 
【成果・課題】 
・緑地や緑化地ごとに生態系ネットワークにおける位置づけや自然とふれあう場所としての価値

を示す手法を提示した。これによって、都市における生態系ネットワーク形成の検討に必要な

基礎情報を比較的容易に整理することが可能となった。 
（２）市街化区域の生態系ネットワークの形成に資する緑地の保全・創出方策検討調査 

・緑地分布や生態系ネットワークの形成方針を示したマップ「所沢 ECO-MAP」を作成した。 
・具体的取り組みが期待される５つのモデル学区を設定し、「所沢 ECO-MAP」を活用して、想定

される取組を示したモデルプランを作成した。 
・モデル学区とした小学校５校にモデルプランを提示し、緑地の保全や創出に協力するための課

題や条件等についてヒアリングを行った。 
【成果・課題】 
・「所沢 ECO-MAP」を作成、活用することによって、緑地や学校の生態系ネットワーク上の位置

づけを示すことが可能となり、学校等の緑地の保全・創出への理解・協力が得やすくなった。 
・学校の緑地の保全・創出への参加については、校長の意向などが大きいが、取り組みに向けて

の意欲を示す学校もあり、実現可能性が高いと考えられた。 
（３）学校と地域コミュニティの協働による学校におけるビオトープ等の創出の推進に向けた実証

調査 

・既に学校ビオトープの整備等に取り組んでいる小学校７校に対してヒアリングを実施した。 
・３つのモデル学区を対象として学校と地域コミュニティの協働によるビオトープの創出や緑地

保全についての検討を行った。 
【成果・課題】 
・学校ビオトープの管理活用において、NPO や地域住民、保護者との協働が重要であることが確

認された。 
・具体的事業の実施に向けて、関係主体へ働きかけを行う手順や内容は得られた。 
■まとめ 

・地域協働により生態系ネットワークを形成するためには、学校を中心としながら地域住民や

NPO などの参画を図り、学校ビオトープの整備や、学校に近接する樹林の学校林としての活用

を進めることが効果的と考えられる。 
・学区ごとに生態系ネットワークの活用方針などを示したマップは、推進のためのツールとして

有効と考えられる。 
・NPO や地域団体が、緑地の保全・管理に関わることを担保する制度が取組を進める上で効果的

と考えられる。 

今

後

の

取

組 

・実証調査の成果を活用し、モデル学区を対象に具体的な緑地保全・創出にむけた取組を進める。 
・本調査で作成した「所沢 ECO-MAP」について、地域協働による生態系ネットワーク形成のツ

ールとするために、活用マニュアルの作成等の検討などを行う。 

 


